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資料№３

【６月中の火災】
・11日　その他火災　笠間一丁目　鉄道関連施設敷地内で傘2本、ごみ箱及び木材を若干焼損
・15日　その他火災　長沼町　　　福祉施設敷地内で衣類２枚を焼損、負傷者１名発生
　

令和２年６月30日現在

増△減

2
1
0

栄区連合町内会別火災発生状況

合　　　計 6

上郷東地区

連合未加入

1
1
0
0

栄区内の火災・救急状況について
区連会７月定例会議資料

令和２年７月20日

栄 消 防 署

火災情報



６月
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高齢者を対象とした防災訪問について

近年、高齢者が火災の被害にあうケースが増えています。また、栄区
は高齢化率が市内第一位であることから、高齢者を火災から守っていか
なければなりません。

栄消防署では、高齢者の火災予防を推進するため「防災訪問」を、一
昨年から開始しています。栄消防署職員が、各地域の自治会・町内会の
方々と一軒一軒訪問し、丁寧で分かりやすい解説により、防火防災につ
いてお話しします。これまでおよそ８００軒のお宅を訪問致しました。
一軒一軒の訪問ですので、地道に進めていくこととなりますが、このよ
うな活動により栄区での火災は減少傾向にあります。引き続き、地域の
皆さまのご理解とご協力を得ながら、継続して参ります。

さらに今年度は、ケガの予防対策等も含めた内容で実施いたします。

実施に当たっては個々の自治会・町内会とご相談させて頂きますので、
よろしくお願いいたします。

また、早期に防災訪問の実施をご希望の地域にあっては、栄消防署予
防課へご相談ください。

インフォーメーション



  
                                   区連合定例会説明資料№４ 

                                                  令和２年７月２０日 

                                                  栄区社会福祉協議会 

 

自治会・町内会会長各位 

                                        

     神奈川県共同募金会栄区支会 

                                             支会長  磯 﨑  保 和 

 

 

赤い羽根共同募金「さかえ区だより」の全戸配布について（お願い） 

 
 

令和２年度共同募金運動の実施にあたり、広く市民にお知らせするため、自治会町内会を

通じて、赤い羽根共同募金「さかえ区だより」の全戸配布をお願いいたします。 

 

 

 

１ 赤い羽根共同募金「さかえ区だより」の概要 

 （１）体裁（別紙今年度資料（案）参照） 

    Ａ４版（両面） １枚 

 （２）内容 

    令和元年度共同募金実績及び配分実績 

    令和２年度共同募金運動への協力依頼 

 

２ 送付方法 

  配送業者から、各自治会町内会の広報配付責任者様あてに直接送付いたします。 

 

３ 送付時期 

  令和２年８月下旬（「広報よこはま栄区版」９月号と同時期） 

 

４ 配布手数料 

  手数料：１部につき２円 

  手数料は各連合町内会に振込みさせていただきます。 

 

 

 

 

事務局： 

神奈川県共同募金会栄区支会 

（横浜市栄区社会福祉協議会内） 

担当 根岸 

 電話  ０４５－８９４－８５２１ 

FAX  ０４５－８９２－８９７４ 









資料№５ 

大船駅北第二地区市街地再開発事業 

区 連 会 ７ 月 定 例 会 資 料 

２ ０ ２ ０ 年 ７ 月 ２ ０ 日 

大船駅北第二地区市街地再開発組合事務局 

 
１ 概要 

⼤船駅北⼝周辺では、本市南部の交通ターミナルにふさわしい拠点整備を図るため、 
まちづくりをすすめています。 

⼿狭な駅前広場や⽼朽化する駐輪場等の再整備を⾏うとともに、商業・業務施設や都市
型住宅等、都市機能の集積を図ります。 

 
 

２ 現在の⼯事状況（令和２年（２０２０年）７⽉〜竣⼯までの予定概要） 
再開発ビルも６⽉２４⽇に上棟しました。来年２⽉の竣⼯引渡しに向けて、⼯事もいよ

いよ終盤に差し掛かっています。来年春以降スーパーマーケット、カフェ、飲⾷店、量販
店等が順次開業していく予定です。 

⼀⽅、本区域内の駐輪場、駅前広場等公共施設は、令和３年度末の竣⼯を⽬指し、バス
ターミナルを活⽤しながら引続き⼯事を進めます。 

 
 
３ ⼤船駅北第⼆地区市街地再開発事業説明会開催 

⼤船駅北第⼆地区市街地再開発事業最新情報を近隣の皆様にお伝えするために、昨⽇ 
１９⽇午後７時 30 分から、鎌倉芸術館にて「⼤船駅北第⼆地区市街地再開発事業説明

会」を開催致しました。 
添付資料①  昨⽇説明会でご来場の皆様にお配りした資料となります。 
添付資料②  ７⽉６⽇に約 15,000 世帯に三⼤新聞折込み配布したチラシです。 

 

 

 

お問い合わせ先 
   ⼤船駅北第⼆地区市街地再開発組合事務局  電話 0120-677-688 

   住所 〒247-0056 鎌倉市⼤船 1-7-5 HP http://ohuna2.com Mail info@ohuna2.com 

 

 

 



大船駅北第二地区市街地再開発組合

再開発事業説明資料

● 新しい街の誕生（振返りとこれから）

● 施設建築物工事に関して

● 公共施設工事に関して

施行者 大船駅北第二地区市街地再開発組合

施工者 佐藤工業株式会社

 公共施設工事会社等

設計者 梓設計株式会社



大船駅北第二地区市街地再開発組合

1

都市再開発の方針
【上位計画基本方針】
コンパクトな市街地の形成を図るため、横浜都心、新横浜都心、
鉄道駅周辺を中心に重点的な再開発を進める。

横浜市都市計画マスタープラン
【栄区プラン】
利便性が高く、賑わいのある街の形成
大船駅周辺は、周辺の開発動向をふまえ、
市街地再開発事業等の実施と都市計画の制度の活用をはかり、
魅力ある商業拠点の形成と都市機能の強化による利便性の高い
まちづくりを目指します。

大船駅周辺都市づくり
【基本計画】
駅前の再開発、駅ビルの拡張等により、地区全体が一体となった
魅力的で選択性の高い商業拠点の形成を図ります。
その中で、大船駅北地区は北側の商業拠点として位置づけて
います。

30 余年の軌跡

新しい街の誕生
3 0 余 年 の 時 間 が 必 要 で し た



再開発事業説明資料

2

課題を解決するための再開発事業

交通広場を拡幅 タクシー乗降場
一般車停車ゾーン新設

２か所の公共駐輪場新設

拡幅された歩道整備

信号機設置交差点整備

２０２１年度末
完成イメージ図
※イメージであり、実際の交通広場とは異なることを予めご了承ください。

４つの
コンセプト



大船駅北第二地区市街地再開発組合

3

各店舗の開業開始は現時
点では未定ですが、来年の
春から順次、開業していく
予定です。
地域の皆様に、愛され、
そして利便性も高く、
賑わいのある空間を創造
してまいります。

新しい街の誕生
新 し い 複 合 施 設

－ グランシップ －

（写真パース）
Ⓡ東急不動産株式会社



再開発事業説明資料
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新しい街の誕生
デ ザ イ ン コ ン セ プ ト 紹 介

“船”Design Concept

光と影のデザイン

水平線のデザイン

流線型のデザイン

マンションの両壁面は、セイル（帆）に見立てられています。
バルコニーの手すりのガラスに半透明のグラデーションを
施すことで、太陽の光を浴びながら、はためくセイル（帆）の
イメージを表現しています。

海の水平線をイメージし、施設には多くの直線デザインが
用いられています。
水平線デザインは住宅や商業施設など様々な用途を持った
複合施設に、統一感を持たせる効果があり、大型建築物に
つきものの圧迫感も軽減させることができます。

施設のメインデザインは水平線ですが、商業棟には船首を
イメージさせる流線型デザインが採用されています。
曲線を使ったデザインを使用することで、優しい雰囲気に
なっています。
商業棟は市街地と接しているので、圧迫感が出ないように
工夫されたデザインです。

新しい時代に向けて出航するグランドデザインです。皆さんで航海を一緒に楽しみましょう



公共施設整備工事ヤード

大船駅北第二地区市街地再開発組合

5

施設建築物工事
に関してのお知らせ

Ⓡ佐藤工業株式会社 Ⓡ佐藤工業株式会社

仮囲いの内側を一時的に
第 22号自転車駐車場等の
公共施設整備工事の
組立作業等に使用致します。
昼間工事、夜間工事共に予定されています。



再開発事業説明資料
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公共施設整備工事
に関してのお知らせ

公共施設整備工事完成時期が遅延致します。

２０２１年度末
完成イメージ図
※イメージであり、実際の交通広場とは異なることを予めご了承ください。



大船駅北第二地区市街地再開発組合
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公共施設
整備工事計画

公共施設
整備工事計画



再開発事業説明資料
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公共施設
整備工事計画

公共施設
整備工事計画



大船駅北第二地区市街地再開発組合
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公共施設
整備工事計画

公共施設
整備工事計画



再開発事業説明資料

10

公共施設
整備工事計画

公共施設
整備工事計画



大船駅北第二地区市街地再開発組合
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公共施設
整備工事計画

公共施設
整備工事計画



再開発事業説明資料
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公共施設
整備工事計画

公共施設
整備工事計画



大船駅北第二地区市街地再開発組合
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公共施設
整備工事計画

公共施設
整備工事計画



再開発事業説明資料
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駅前広場工事等は主として夜間工事になります。
駅前広場工事等に関しましては、主として夜間工事となります。
日中は、バスの運行があり、ご利用の皆様の安全を最優先して行うため、
バスの運行にも支障をきたさないようにするため、どうしても夜間工事にせざるを得ません。

① 昼間工事・夜間工事となります
作業開始前の準備及び作業終了後の清掃等（共に60分程度）を含む工事開始時間及び終了時間は、
工事内容や状況に応じて行います。時間が決まり次第お知らせ致します。

② 休工について
日曜日は、昼間工事・夜間工事とも休工と致します。
但し、騒音の無い工事や屋外の測量作業は実施する場合があります。
その他の休日（年末年始、旧盆、ＧＷ等）につきましては、日程が決まり次第お知らせ致します。

③ 上記に係わらず作業等を行う場合
１．中断が困難な作業（コンクリートの流し込み及び均し作業等）。
２．諸官庁による指定作業（電気、ガス、水道の引込工事等）。
３．警察署、関係機関より指示を受ける作業（大型重機、長尺材の搬出入時等）。
４．事故、災害等の緊急時における保安作業。
５．騒音等の外部への影響が軽微な作業。
６．その他（検査等）。

公共施設
整備工事計画



大船駅北第二地区市街地再開発組合

再開発事業説明資料

電　話 0 1 2 0 - 6 7 7 - 6 8 8

U R L　 h t t p : / / o h u n a 2 . c o m

E-mail　 i n f o @ o h u n a 2 . c o m

住　所 〒247-0056 鎌倉市大船1-7-5

発行：2020年 7月



大船駅北第二地区再開発ニュース
令和2年 夏号 令和２年７月３日 発行通巻11号

お問い合わせ先 大船駅北第二地区市街地再開発組合 事務局　 電  話 0120-677-688
住  所 〒247-0056 鎌倉市大船1-7-5    http://ohuna2.com   E-mail  info@ohuna2.com

2021年春OPEN予定2021年春OPEN予定

完成イメージ

平成29年から始まりました「大船駅北第二地区市街地再開発事業・施設建築物工事」もいよいよ終盤を迎えました。

来年2月には施設建築物の竣工・引渡しを予定しています。

この3年余の期間内、施設建築物工事に際しては、近隣及び広域の皆様にはご理解とご協力を頂きました。

厚く御礼申し上げます。

また、公共施設建設工事は、オリンピック工事の影響、コロナ禍の影響を受けて当初計画に遅延が生じています。

施設建築工事や公共施設工事の今後、そして大船駅北の新しい街の様子をご説明する機会を設けました。

来る7月19日（日）午後7時30分から大船駅北第二地区市街地再開発事業説明会を「鎌倉芸術館・3階集会室」に

おいて開催いたします。

日曜日の夕刻、コロナ禍で、人数的にも時間的にも制限がございますが、ぜひご来場いただければ幸いです。

東急不動産株式会社®

2021年春。待望の商業施設「グランシップ」OPEN！
スーパーマーケット・専門店・カフェ・飲食店・量販店等が開業

※店名・開業日等詳細未定
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大船の街は古き良き時代の面影を引き継ぎ、より誇りたくなる街へと大きく進化いたします。
あなたの生活にさらなる彩りを…　新しい大船をご期待ください！

大船駅北第二地区
市街地再開発事業

令和2年 夏号 令和２年７月３日 発行通巻11号
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ファミリーマート
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浅野屋
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大船郵便局
イトーヨーカドー
至笠間交差点

ブックオフ

鎌倉芸術館

鎌倉女子大学
大船キャンパス

三菱電機

芸術館通り

サンドラッグ

大船駅前
交番

大船中央病院
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間
口

至
横
浜

東
口

西
口

※会場へのお車でのご来場はご遠慮ください。

大船の新しい生活様式

大船駅北第二地区市街地
再開発事業説明会

鋭角で視野の悪い
駅前三叉路

使いにくい駐輪場や
老朽化した機械式駐輪場

待機バスの県道を
利用しての旋回

活用されていない街区公園 歩きにくい安全性の低い歩道

◇ご入場の際には、感染拡大予防（アルコール消毒、マスクの
着用等）にご協力をお願いします。
◇少しでも体調にご不安のある方は予めご来場を控えて
頂きますようお願い致します。
◇会場内に十分な隔離を設ける上で出席多数の際には定員に
係わらずご入場を制限させて頂く場合がございますので、
予めご了承ください（概ね50名を目途とさせて頂きます）。
◇新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言など外出自粛要請
が発令された場合は、中止とさせて頂きます。

 日 時　令和2年7月19日（日）
　 午後7時30分～8時30分

 会 場　鎌倉芸術館　３階 集会室
　 鎌倉市大船6-1-2

直近施設建築物の工事状況駅前施設が生まれ変わります！！

平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成
令和
令和
令和

31年前
22年前
21年前
18年前
14年前
７年前
６年前
５年前
４年前
３年前

大船駅周辺再開発勉強会始まる
大船駅北第１地区市街地再開発都市計画決定
大船駅北第二地区市街地再開発準備組合設立
大船駅北第１地区市街地再開発ビル（ルリエ大船）竣工
大船駅笠間口開設
大船駅北第二地区市街地再開発組合都市計画申請
大船駅北第二地区市街地再開発組合都市計画認可
大船駅北第二地区市街地再開発組合認可
大船駅北第二地区市街地再開発組合権利変換計画認可
大船駅北第二地区市街地再開発ビル着工
大船駅北第二地区市街地再開発ビル竣工引渡
GRAND SHIP 開業
ブランズタワー大船 入居

元年
10年
11年
14年
18年
25年
26年
27年
28年
29年
３年
３年
３年

30余年の歩み

・ ・ ・ ・

航空撮影日  2020 年 6月航空撮影日  2020 年 6月

東急不動産株式会社®

いよいよ来年 !新しい大船が皆様の目の前に

新しい大船駅前公共施設
2020年度～2021年度末

完成



  

 

 

 

横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 

 

日頃より自治会町内会の皆様方には横浜市政にご協力賜り、厚く感謝申し上げます。 

 

６月 30 日開催の市会常任委員会において、今年３月から４月に実施したパブリック

コメントの取りまとめ状況と頂戴したご意見を反映した「横浜ＩＲ（統合型リゾート）

の方向性」（案）をお示しました。 

 

 今月は、以下の３点についてお知らせいたします。 

１ 「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素案）」に関するパブリックコメントの 

とりまとめ状況について 

「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素案）」について、今年３月６日から    

４月６日までの間、パブリックコメントを実施しましたので、いただいたご意見の  

件数や分類、市の考え方の概要などをご報告します。 

 パブリックコメントに関する広報にご協力いただきありがとうございました。 

 

２ 「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性」(案)について 

パブリックコメントでいただいたご意見などを参考とさせていただき、「横浜ＩＲ

（統合型リゾート）の方向性」（案）として、修正した点などについて、ご報告します。 

 

３ 市民説明会動画について 

市民説明会の内容と同じような情報をお伝えするため、動画を作成しています。 

準備が整い次第、ウェブページに掲載します。 

 

 

 

〇資料 

別紙１  「横浜ＩＲ(統合型リゾート)の方向性(素案)」に関するパブリックコメントの    

取りまとめ状況及び素案修正概要について 

別紙２  「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性」（案） 

 

 

担当 都市整備局ＩＲ推進課 

TEL  ６７１－４１３５ 

FAX  ５５０－３８６９ 

市連会７月定例会説明資料 

令 和 ２ 年 ７ 月 1 0 日 

都 市 整 備 局 Ｉ Ｒ 推 進 課 

資料Ｎｏ．６  



 

 

 

 

 

 
 

横浜イノベーションＩＲの市長説明動画を公開します 
 

横浜市は、ＩＲ（統合型リゾート）の実現に向けた取組の背景や経緯などについて、市長自ら

が市民の皆様へご説明するため、2019 年 12 月から各区を対象に市民説明会を行ってきました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、参加される市民の皆様の安全を最優

先に考えた結果、戸塚、都筑、栄、青葉、瀬谷、泉の６区の開催が困難と判断し、説明会の開催

に代わり、未開催６区をはじめとする市民の皆様へお伝えするため、動画を作成しました。 

本市のウェブサイトで視聴できるほか市民情報センターでＤＶＤを貸し出します。 

なお、未開催６区の説明会に参加を予定されていた皆様には、事前に、動画のご案内やお問合

せなどについて、個別にお知らせをしています。 

 

１ 動画について 
（１）「ＩＲ（統合型リゾート）の実現に向けて」（全編：約 45 分） 

 主なテーマ 時間 内容等 

1 
市長から市民の皆

様へのメッセージ 
約４分 

新型コロナウイルス感染症対策を最
優先とする中で、ＩＲの実現に取り
組む必要性について、市民の皆様へ
メッセージをお届けしています。 

2 
説明会の内容につ

いて 
約 27 分 

横浜市がＩＲの誘致に至った理由
や、「横浜が目指すＩＲの姿」、「依
存症・治安などへの具体的取組」等に
ついて、市長自ら説明しています。 

3 
よくあるご意見、ご

質問への質疑回答 
約 14 分 

市民説明会で多くいただいたご質問や、直近の状況も含め、こ
れまで様々な機会で市民の皆様からいただいたご意見、ご質
問に市長から回答しています。 

 

 

 

 

 

（２）公開開始日時 

  ７月 14 日（火）14 時 

 

２ 説明動画の視聴⽅法 
・ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）のウェブサイト 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/IR/shityoudouga.html 

・横浜市公式 YouTube ページから 

https://youtu.be/HjYFPksKGiM 

・ 市民情報センター（新市庁舎３階）でのＤＶＤ貸出 

 

お問合せ先 
都市整備局ＩＲ推進課担当課長  田川 和弘  Tel 045-671-2669 

令 和 ２ 年 ７ 月 1 4 日 
都市整備局ＩＲ推進課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
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(1) ご意見の提出者数 
提出方法 意見の提出者数 

郵 送 １,７８２ 

Ｆ Ａ Ｘ １,１８９ 

電子メール １,７２４ 

窓 口 持 参    ３４５ 

合  計 ５,０４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素案）」（以下、「方向性（素案）」という。）に関するパブリ

ックコメントの取りまとめ状況及び素案の修正概要について報告します。 

  
１ パブリックコメント実施概要                               

(1) 意見募集期間 
令和２年３月６日（金）から４月６日（月）まで 

(2) 周知方法 
市民情報センター、各区役所区政推進課広報相談係、都市整備局ＩＲ推進課において、素案概要版

リーフレットを配布し、素案冊子を閲覧に供するとともに、市ホームページにデータを公表しまし

た。 

(3) 意見提出方法 
郵送、ＦＡＸ、電子メール、窓口持参 
 

２ パブリックコメントの取りまとめ状況                                

延 5,040人・団体から、9,509件のご意見の提出がありました。 

いただいたご意見について、方向性(素案)に関する意見等に分類し、その対応状況を整理しました。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

『横浜ＩＲ(統合型リゾート)の方向性(素案)』に関する 

パブリックコメントの取りまとめ状況 及び 素案修正概要について 

 

(2) いただいたご意見の分類 

意見の項目 意見数 

方向性（素案）に関する意見                         ８,６２１件 

 

横浜ＩＲの方向性  基本コンセプト （９９５件） 

横浜ＩＲの方向性１ 世界最高水準のＩＲを実現 （８７７件） 

横浜ＩＲの方向性２ 都心臨海部との融合 （７８９件） 

横浜ＩＲの方向性３ オール横浜で観光・経済にイノベーションを （１,６２０件） 

横浜ＩＲの方向性４ 安全・安心対策の横浜モデルの構築 （１,３６６件） 

取組の背景､ＩＲ実現の効果､地域の理解促進･合意形成､スケジュール等 （２,９７４件） 

その他の意見等（素案に関連しない意見等）  ８８８件 

合   計 ９,５０９件 

※６月 30日現在の取りまとめ状況であり、方向性(素案)に関する意見の分類については、 

今後変更の可能性があります。 

(参考)４月 20日公表ベース 

提出方法 意見の提出者数 増減 

郵 送 １,７８２ ±０ 

Ｆ Ａ Ｘ １,１９８ -９ 

電 子 メ ー ル １,７４６ -２２ 

窓 口 持 参 ３４５ ±０ 

合  計 ５,０７１ -３１ 

 

 

 

別紙１ 
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(3) いただいたご意見への対応状況 

分 類 対応状況 意見数 

修 正 素案変更の参考とさせていただくもの ３８７件 

参 考 
案に既に記載されているもの、 

今後の事業・取組等の参考とさせていただくもの 
８,２３４件 

その他 その他の意見等（素案に関連しない意見等） ８８８件 

合 計 ９,５０９件 

 

 

３ いただいた主なご意見と本市の考え方                                  

(1) 横浜ＩＲの方向性 基本コンセプト 

主なご意見 本市の考え方 

他の諸外国と同様の立派なＩＲ施設をつくりビ

ジネスを進めても、他国の模倣でしかない。 

日本独自の文化や生活、人々の暮らしが穏やか

に営まれる日常を成熟させることが横浜市政の

最優先すべき方向性ではないか。 

 今後、横浜においても人口減少、超高齢化社会等、

様々な社会経済情勢の変化が見込まれます。そうした中

でも、市民が生き生きと暮らし、魅力と活力あふれる都

市であり続けるため、横浜は今ある「横浜らしさ」に誇

りを持ちながら、新しい文化を迎え入れ、将来を見据え

た新たな「横浜らしさ」の創造に向けてチャレンジする

必要があります。 

 「横浜ＩＲ」では、世界水準のＭＩＣＥ施設、   

ホテル、エンターテイメントや 最先端のテクノロジーを

駆使した未来の街をこれまで築き上げてきた都心臨海部

の街の魅力や資源と一体的に整備し、融合していくこと

で、相乗効果を最大限に発揮する とともに、新たな魅

力・資源をハイブリッドに創造し、横浜の観光経済に 

イノベーションをもたらしていきます。 

 横浜のさらなる飛躍と将来にわたる市民の豊かな暮ら

しのために、そして、横浜の都心臨海部がこれからも、

横浜市民の憩いの場であるとともに、世界各国の人々

が、日本に行ってみよう！日本に行くなら横浜に行って

みよう！ 

 そう思ってもらえる「横浜イノベーションＩＲ」を 

目指していきます。 

＜方向性(案)P.26＞ 

シンガポールの事業を参考にしているようだ

が、シンガポールをはじめ、他国にある似たよ

うな近代的な施設を造っても外国人は関心を示

さない。京都がなぜ外国人に人気があるか考え

てください。 

10 年後にも税金を納めている私たち世代のため

に実現してほしい。ぜひ若い人が集まってくる

街に生まれ変わらせてほしい。 
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(2) 横浜ＩＲの方向性１ 「世界最高水準のＩＲを実現」 

主なご意見 本市の考え方 

横浜ＩＲの 方向性としては賛成の立場です

が、「カジノ」はいらない。メリットがな

いばかりか、デメリットしかない。 

ＩＲ整備法では、健全なカジノ事業の収益を活用してこれま

でにないスケールやクオリティを有する国際会議場や展示場な

どの観光に寄与する諸施設を整備・運営する仕組み になって

います。 

国際競争力の高い大規模なＭＩＣＥ施設については、世界や

日本の事例を見ても、国や自治体が多額の公費等を投入してお

り、本市でも、パシフィコ横浜などに財政支援をしてきまし

た。 

本市にとって、ＭＩＣＥ施設等の整備・運営において、市の

財政負担を最小限にし、民設民営手法であるＩＲが、最も有効

な手法と考えています。         ＜方向性(案)P.31＞ 

詳細は、今後の事業者公募を通じて、民間の自由な発想によ

る魅力的なコンテンツや施設等の具体的な提案を求めてまいり

ます。 

横浜が将来に向かって、楽観的な状況では

ないことは、明白です。どこにでもある  

ショッピングモールを並べた観光地のまま

で終わるのか、１日遊んでもまだまだ遊び

足りない街になるのか、ＩＲ整備によって

観光地としての価値が大きく変わると思

う。 

「横浜ＩＲ」は、世界水準のＭＩＣＥ施設、ホテル、     

エンターテイメントや最先端のテクノロジーを駆使した未来の

街をこれまで築き上げてきた都心臨海部の街の魅力や資源と一

体的に整備し、融合していくことで、相乗効果を最大限に発揮

するとともに、新たな魅力・資源をハイブリッドに創造し、横

浜の観光経済にイノベーションをもたらしていく世界最高水準

のＩＲを実現します。          ＜方向性(案)P.26＞ 

また、周辺地域との一体的な観光振興により、市内・県内は

もとより日本各地の魅力を発信し、送客することができる日本

のゲートウェイ（玄関口）を目指します。 

  ＜方向性(案)P.28＞ 

子どもたちが楽しめるアトラクションや 

コンテンツを増やしてください。ワクワク

するＩＲなら、もっと期待も高まると思い

ます。 

海外のＩＲでは、大規模な噴水広場や植物園などでの光を駆

使したアトラクションやキッズエリアなど、お子様や家族連れ

も気軽に立ち寄り、楽しめるコンテンツが無料で提供され、   

シンガポールのＩＲでは、年間で 4,500万人が訪れています。 

横浜ＩＲにおいても、世界水準のＭＩＣＥ施設やホテル、   

エンターテインメントのほか、お子様も楽しめるアトラクショ

ン施設や、山下公園から続く水と緑豊かなオープンスペースな

ど、市民の皆さまが憩える都市型リゾートにしたいと考えてい

ます。               ＜方向性(案)P.44～＞ 

詳細は、今後の事業者公募を通じて、民間の自由な発想によ

る魅力的なコンテンツや施設等の具体的な提案を求めてまいり

ます。 

カジノは普段着で何度も通えるパチンコ屋

や、東南アジアのカジノで見られるバクチ

場的なところとは全く違い、ドレスコード

もあり、格調高い社交場的であり非日常を

味わえる所とする事を提案する。 

大人から子どもまで、外国人でも日本人でも幅広い客層が  

安心して楽しめる都市型リゾートを目指しており、カジノは大

人の社交場としてふさわしいドレスコードを設けるなど、品位

と清潔感のある空間とすることとし、方向性１「世界最高水準

のＩＲを実現」を一部修正しました。  ＜方向性(案)P.46＞ 
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(3) 横浜ＩＲの方向性２ 「都心臨海部との融合」 

主なご意見 本市の考え方 

依存症を増やし、横浜のイメージをそこない

ます 。“カジノの街”横浜にしていいと思って

るのですか。 

日本では、過去の映画などの影響により、カジノには 

反社会的な勢力が関与しているといったイメージがあり、

現在の横浜にそぐわないのではと思われる方も多いと思い

ます。 

しかしながら、現在の海外におけるＩＲ事業は、事業者

に対して日本の金融機関と同様の財務の透明性が保たれ、

反社会的勢力の関与や役員による違法・不正行為がある場

合には規制の対象となります。 

日本型ＩＲにおいても、ＩＲ整備法で、カジノ管理委員

会での背面調査による厳格な免許制や、マイナンバーカー

ドの本人確認により入場制限が設けられるなど世界最高水

準の規制が施されています。 

横浜都心臨海部がこれからも、横浜市民の憩いの場であ

るとともに、世界各国の人々が、日本に行ってみよう！  

日本に行くなら横浜に行ってみよう！そう思ってもらえる

『横浜イノベーションＩＲ』を目指していきます。 

   ＜方向性(案)P.47、69、77、83＞ 

横浜らしい景観を維持してほしい。デート 

スポットでもある横浜を、海外のギラギラし

たものにした時点で需要は激減すると思いま

す。 

カジノというと過去の映画の影響などにより、きらびや

かで、ネオンなどで、けばけばしいものと受け止められ、

現在の横浜のイメージにそぐわないのではと思われる方も

多いと思われます。 

日本型ＩＲが参考としているシンガポールのＩＲにも  

カジノはあります。これらは、ＩＲ施設に調和するよう設

置されています。横浜ＩＲにおいても、横浜のそれぞれの

時代を代表する景観に敬意を払いつつ、山下ふ頭を核とし

てインナーハーバー全体が都市としての魅力をさらに高め

る、21世紀を象徴するような新しい横浜の都市デザイン・

景観づくりに挑戦します。      ＜方向性(案)P.49＞ 

山下ふ頭はアクセスが良い印象があまりな

く、それだけの人がいきなり押しかけると 

バスなどが混乱してしまうのではないかと思

う。 

山下ふ頭には、国内外から多くの来街者が訪れることに

なるため、円滑な交通が求められます。 

このため、陸・海・空の多様な移動手段を確保するとと

もに、楽しく、安全・安心で、環境にも配慮した交通環境

の構築を目指します。        ＜方向性(案)P.53＞ 

今回の新型コロナウイルスの教訓を下に、人が

集まるＩＲ施設内での防疫体制、リスクマネジ

メントに対する基準を実施方針に盛りこむこ

と。 

災害に強くしなやかで、自立的なまちづくりについて、 

感染症や不測の事態などの緊急事態に備えることとし、方向

性２「都心臨海部との融合」を一部修正しました。 

＜方向性(案)P.51＞ 
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(4) 横浜ＩＲの方向性３ 「オール横浜で観光・経済にイノベーションを」 

主なご意見 本市の考え方 

「ＩＲでしか将来横浜が潤う可能

性はない」という感覚は大間違い

であったことは明白です。 

本市の市税収入の規模は、平成 30年度決算で約 8,200 億円となって

おり、その約半分を皆様の個人市民税からいただいています。しかしな

がら、個人市民税は、将来的に人口減少により減収の見込みです。基礎

自治体で人口規模が最大の横浜は、その影響が大きいものと考えていま

す。 

このため、法人市民税などの増収につながる企業誘致や、 

観光ＭＩＣＥ都市 、特別自治市制度、ＳＤＧｓ未来都市の実現、中小 

企業の振興、商店街の活性化 など、様々な施策に取り組んできました。 

あわせて、毎年度、事務事業の見直し等に努めており、過去３年間で

300億円を超える効果を出しています。 

将来にわたり豊かで安全・安心な暮らしを維持し、さらに充実させて

いくためにも、ＩＲはこれらの重要な政策の一つです。 

                      ＜方向性(案)P.16＞ 

ＩＲに来た客が周辺地域や市内、

県内に流れる相乗効果が果して 

生まれるのか疑問です。 

お客は、ＩＲの施設内ですべての

目標を達するのではないでしょう

か。 

ＩＲ区域には大規模ＭＩＣＥ施設やホテルなども整備されるため、 

それらを活用した国際的なイベントが実施される場合には、ＩＲ内の 

ホテルを超える宿泊者が想定され、都心臨海部や市内のホテルへの宿泊

や飲食が見込まれます。また、アフターコンベンションや同伴者が  

ショッピングや食事、市内観光やスポーツ観戦、文化芸術施設を訪れる

ことが期待されます。加えて、ＩＲ区域内で使う物品や食品などの調

達、サービスの提供などの需要については、市内全域で対応すること

で、市内経済の活性化が期待できます。また、ＩＲの推進と合わせて、

周辺地域の魅力向上に努めるとともに、ＩＲと周辺地域が連携すること

で、相乗効果を生み出していきます。     ＜方向性(案)P.55、88＞ 

増収となるお金の使途を明確にし

てほしい。個人的には教育など 

未来の横浜を支える人への投資を

お願いしたい。 

ＩＲによる本市の増収効果は、年間 820億円から 1,200 億円となって

います。この数値は、ご協力していただいた事業者の皆様から精査のう

え提供いただいた施設規模や収支見込みなどを基に、それぞれの税収 

見込み等を市で算出したものです。 

ＩＲ整備法では、納付金の相当額を、 

・観光・地域経済の振興、財政の改善に関する施策 

・特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策 

・カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うた

めの施策 

・社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策 

に必要な経費に充てるものと規定されています。 

本市では、納付金に加え、入場料収入、その他の増収について、 

ＩＲ整備法に基づき、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現のた

め、都心臨海部の観光資源の磨き上げや新たな創造、交通環境の整備な

どや、カジノ施設の設置・運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うた

めの施策に活用します。 

加えて、将来見込まれている税収減や収支不足を補うとともに、 

福祉、子育て、医療、教育、公共施設の更新等、豊かで安全・安心な市

民生活をより確かなものにするための財源に重きを置いて活用します。           

＜方向性(案)P.91＞ 
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(5) 横浜ＩＲの方向性４ 「安全・安心対策の横浜モデルの構築」 

主なご意見 本市の考え方 

「ギャンブル依存症」には適切・有効な 処

方箋はありません。依存症対策に大きなコ

ストがかかり、これまで世界的にみても効

果があった対策はありません。ギャンブル

依存症を増加させ、家族や周りの人を不幸

にするカジノを横浜市が開設することに

は絶対反対です。 

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競

技、宝くじや toto、パチンコなどの様々なギャンブルや遊戯が 

存在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを利用されて

います。一方で、過度な「のめり込み」などによって、社会生活

に支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。 

このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など既存

ギャンブル等よりも厳しい世界最高水準のカジノ規制が施され

ており、事業者にも問題のある利用者への徹底した対応や相談窓

口の設置など、責任ある運営を求めていきます。 

日本型ＩＲが参考としている シンガポールでは、ＩＲの設置

前から依存症対策に取り組んだ結果、既存を含めたギャンブル依

存症の有病率が減少しています。 

本市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体な

どと協力して依存症の方を増やさないように取組を徹底してい

きます。              ＜方向性(案)P.69、73、77＞  

日本でギャンブルにより依存者が増える

行政には反対します。 

日本型ＩＲに設置されるカジノには、ＩＲ整備法に基づき、 

カジノのゲームに触れる機会の限定や厳格な入場規制など、世界

最高水準といわれる規制が適用されます。 

また、事業者からも、海外での経験に基づき、顔認証による  

入場管理や、トレーニングを受けたスタッフによる徹底した対応

や相談窓口の設置など、様々な対策が示されています。 

日本型ＩＲが参考としているシンガポールでは、ＩＲの設置前

から依存症対策に取り組んだ結果、ギャンブル依存症の有病率が

減少しています。 

本市でもこれらの成功事例を参考に、国、事業者、関係団体な

どと協力して依存症の方を増やさないように取組を徹底してい

きます。               ＜方向性(案)P.69、73、77＞  

すでにパチンコや競馬等、数多くのギャン

ブルが存在する中で、カジノができたから

といってギャンブル依存症が多くなると

はあまり考えられません。 

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競

技、宝くじや toto、パチンコなどの様々なギャンブルや遊戯が存

在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを利用されてい

ます。一方で、過度な「のめり込み」などによって、社会生活に

支障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。 

このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など既存

ギャンブル等よりも厳しい世界最高水準のカジノ規制が施され

ており、事業者にも問題のある利用者への徹底した対応や相談窓

口の設置など、責任ある運営を求めていきます。 

また、本市においては、アルコールや薬物等の依存症対策を含

め、関係団体・機関とも連携しながら、総合的に取り組んでいき

ます。                 ＜方向性(案)P.69、73＞ 



7 
 

(6) 「取組の背景､ＩＲ実現の効果､地域の理解促進･合意形成､スケジュール等」 

主なご意見 本市の考え方 

横浜にカジノはいりません。市の増収の

もとは、人の不幸から成るものと思いま

す。 

日本には、公益面から法律で認められている競馬などの公営競

技、宝くじや toto、パチンコなどの 様々なギャンブルや遊戯が存

在しています。多くの方々は節度を持ってこれらを利用されてい

ます。一方で、過度な「のめり込み」などによって、社会生活に支

障を及ぼしている方がいらっしゃるのも事実です。 

このため、日本型ＩＲには、厳格な免許制や入場制限など既存 

ギャンブル等よりも厳しい世界最高水準のカジノ規制が施されて

おり、事業者にも問題のある利用者への徹底した対応や相談窓口

の設置など、責任ある運営を求めていきます。 

     ＜方向性(案)P.69、77＞ 

また、公営競技等の収益は公益事業に活用され、本市でも、これ

まで宝くじや日本中央競馬会の収益金等を市の財源としていま

す。 

新型コロナ対策にもっと力を注いでくだ

さい。こうした時に市民の意見が分かれ

ているカジノＩＲ誘致の準備はストップ

すべきです。 

現在、本市では、新型コロナウイルス感染症への対応として、 

感染拡大防止策と医療提供体制の整備のほか、市民生活、企業・ 

事業活動をお支えする取組を全力で行っています。 

一方で、ＩＲに限らず、政策的な取組については、市政全体を 

見渡し、スケジュールなども考慮しながら、進めていかなければな

りません。 

新型コロナウイルス感染症対策にしっかりと取り組んだ上で、

将来の備えとして、ＩＲについても検討準備を進めていきます。 

コロナウイルスの蔓延で分かったよう

に、海外からの観光客頼みの市の財政で

は、いつ収入が急減するか分からない。 

世界経済においては、これまでもリーマンショックによる低迷、

ＳＡＲＳなどの感染症拡大によるアジアを中心とした経済や雇用

の悪化などの影響を受けてきました。 

日本型ＩＲが参考としているシンガポールのＩＲについては、

前述の経済悪化の影響後、2010 年に開業し、シンガポールにおけ

る海外観光客数の回復・増加、失業率の改善に大きく貢献していま

す。 

長期にわたっては、大規模な景気変動や新たな感染症など、経済

的・社会的環境の変動が想定されますが、世界経済はこれまでもそ

れらを克服してきています。 

横浜でのＩＲも、経済的・社会的な変動において柔軟で持続可能

な対応ができるよう、選定される事業者と作成する区域整備計画

などにおいて、対策を盛り込んでいきます。 

若年層の意見を取り入れる手段としてフ

ェイスブックやインスタグラムを利用し

たソーシャルメディアおよびインターネ

ットによるアンケートなどの手段により

我々の意見を取り入れてほしく思う。 

丁寧に市民の皆様と向き合い、理解促進を深めていただき、ＩＲ

の実現に「共感と信頼」が得られるよう、取り組んでいきます。  

世代や生活環境などにより、ＩＲに対するご理解や考え方が異な

ることから、様々なツールを使ってお伝えするため、ＳＮＳなども

活用することとし、「地域の理解促進・合意形成に向けた取組」を

一部修正しました。              ＜方向性(案)P.97＞ 
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(7) その他の意見等 

方向性（素案）に関する意見ではありませんが、その他の意見等として「民意を問うべき、住民

投票」等の意見もいただきました。 

 

４ 「方向性（素案）」修正概要（「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（案）」に反映）                           

 

 

頁 変更箇所 変更前（素案） 変更後（修正箇所は 下線 ） 

28 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（１）基本コンセプト 

【カジノ】 

ＩＲ関連法令等に則した施設とし、

ファミリー層等の主動線とは分離さ

れた適切な配置計画やデザインとす

る。 

【カジノ】 

ＩＲ関連法令等に則した施設とし、ファミ

リー層等の主動線とは分離された適切な配

置計画やデザインとする とともに、大人の

社交場としてふさわしいドレスコードを設

けるなど品位ある空間 とする。 ページ右下 

33 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（２）-２  

必要な機能・施設 

①ＭＩＣＥ施設 

パシフィコ横浜とのコラボレーショ

ンによる 我が国最大の『グローバ

ルＭＩＣＥ都市 横浜』の実現 

パシフィコ横浜とのコラボレーションによ

る アジアを代表するＭＩＣＥ都市・横浜

の実現 

ページ上 

38 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（２）-２  

必要な機能・施設 

③送客施設 

【送客施設・機能】 

横浜ＩＲを訪れた来訪客に、横浜や

日本各地の観光の魅力を紹介、発信

し、日本国内への送客をスムーズに

行います。 

【送客施設・機能】 

横浜ＩＲを訪れた 国内外からの 来訪客に、

横浜や日本各地の観光の魅力を紹介、発信

し、日本国内への送客をスムーズに行いま

す。 
上から２行目 

39 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（２）-２  

必要な機能・施設 

③送客施設 

【横浜都心臨海部の観光資源】 

山下公園、元町、中華街、赤レンガ

倉庫、みなとみらい２１地区、野

毛、伊勢佐木町、馬車道、三溪園等 

【横浜都心臨海部の観光資源】 

元町、中華街、赤レンガ倉庫、みなとみら

い２１地区、野毛、伊勢佐木町、馬車道 、

山下公園、三溪園などの商業・飲食・観光

施設等 上から４行目 

39 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（２）-２  

必要な機能・施設 

③送客施設 
（追加） 

【横浜都心臨海部の観光資源】 

オーバーツーリズムに配慮した周辺地域と

の連携 

下から１行目 

44 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（２）-２  

必要な機能・施設 

⑤来訪及び滞在寄与施設 
（追加） 

横浜の観光資源（横浜の歴史、芸術、食文

化、市内農水産品・特産品、技能等）を来

訪者が楽しめ、体験や購入ができる商業・

飲食施設等 
ページ中段 

46 

３ 横浜ＩＲの方向性

（２）-２  

必要な機能・施設 

⑥カジノ施設 

【施設の要件】 

落ち着いたエントランス、室内の内

装により、エレガントな非日常を感

じられる大人の社交場 

落ち着いたエントランス、室内の内装によ

り、エレガントな非日常を感じられる大人

の社交場 としてふさわしい、ドレスコード

を設けるなど、品位と清潔感のある空間を

演出すること。 
ページ中段 
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頁 変更箇所 変更前（素案） 変更後（修正箇所は 下線 ） 

49 

３ 横浜ＩＲの方向性 

 

山下ふ頭では、２１世

紀を象徴するような、

新しい横浜の都市デザ

イン・景観づくりに挑

戦します。 

【2.インナーハーバーの一員とし

て、横浜の都市づくりの新たな１ペ

ージをつくる】 

地域全体の景観と調和しつつ、同時

に、山下ふ頭が個性を発揮し、対比

するこれまでの街並みをひきたてる

ことで、都心臨海部の魅力を形成し

ます。 

【2.インナーハーバーの一員として、横浜

の都市づくりの新たな１ページをつくる】 

 

地域全体の景観と調和しつつ、山下ふ頭と

これまでの街並みの個性が対比しながらひ

きたてあう ことで同時に、都心臨海部の魅

力を形成します。 
ページ中段 

49 

３ 横浜ＩＲの方向性 

 

山下ふ頭では、２１世

紀を象徴するような、

新しい横浜の都市デザ

イン・景観づくりに挑

戦します。 

【3.山下ふ頭だからできる景観体験

の創造】 

 

既存の都市構造の枠組みにとらわれ

ない、横浜の景観を楽しむ新たな視

点場、多様な水域を活用したアクテ

ィビティなど多彩な体験の場の創出

が可能です。 

【3.山下ふ頭だからできる景観体験の創

造】 

 

また、横浜の景観を楽しむ新たな視点場、

多様な水域を活用したアクティビティなど

多彩な体験の場の創出が可能です。 

ページ左下 

49 

３ 横浜ＩＲの方向性 

 

山下ふ頭では、２１世

紀を象徴するような、

新しい横浜の都市デザ

イン・景観づくりに挑

戦します。 

【4. 世界に“横浜を魅せる”これ

からの都市デザイン】 

 

象徴的な“魅せる” 環境配慮や、

横浜に集積する創造性の発露など、

横浜のショーケースとしての独自性

ある景観づくりや市民生活を豊かに

するための、これまでに無い新たな

ウォーターフロントでの体験を享受

すること等が更に進化した「横浜ら

しさ」につながります。 

【4. 世界に“横浜を魅せる”これからの

都市デザイン】 

 

象徴的な“魅せる” 環境配慮や、横浜に集

積する創造性の発露など、横浜のショーケ

ースとしての独自性ある景観づくりや市民

生活を豊かにするための、これまでに無い

新たなウォーターフロントでの体験を 創造

すること等が更に進化した「横浜らしさ」

につながります。 
ページ左下 

50 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

 日本でも世界でも類を見ない最先

端技術を駆使したスマートシティを

実現し、「未来の街のショーケー

ス」となります。 

 日本でも世界でも類を見ない最先端技術

を駆使したスマートシティを実現し、「未

来の街のショーケース」として、明日の横

浜の姿を発信します 。 

上から５行目 

50 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

【新たな緑と水際が融合したエリア

の創出】 

横浜港の水際を形成する既存の街並

みとそれに融合する新たな緑の連続

性を形成 

【新たな緑と水際が融合したエリアの創

出】 

横浜港の水際を形成する既存の街並み や山

下公園と連続した、いつでも誰でも楽しめ

る、開放的な、緑豊かなオープンスペース

と水際のプロムナード を形成 

（写真差替） ページ中段左 

50 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

【エリア全体でのエネルギーの最適

化】 

20 年・30年先を見据えた最先端エ

ネルギー技術の導入と絶え間ない効

率化 

【エリア全体でのエネルギーの最適化】 

省エネ、再生可能エネルギー等、最先端技

術の導入と効率化により、エリア全体での

エネルギーの最適化を図ります。 

（写真差替） 

ページ中段右 
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頁 変更箇所 変更前（素案） 変更後（修正箇所は 下線 ） 

50 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

【持続可能な循環型都市エリアの実

現】 

脱炭素・循環型社会を構築する持続

可能なエネルギーマネジメントの実

現 

【持続可能な循環型都市エリアの実現】 

先進的な環境配慮建築物とすることなど、

脱炭素・循環型社会を構築する持続可能な

マネジメントの実現 

（写真差替） 
ページ左下 

51 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

災害に強くしなやか

で、自立的なまちづく

り 

地震や津波などの災害に対して高い

防災機能を持ち、自立したエネルギ

ー供給を確保するなど、来街者の安

全確保に加え周辺地域の市民にとっ

ても安全・安心な防災拠点となる、

災害に強くしなやかで自立的なまち

づくりを実現します。 

地震や津波・高潮 などの災害に対して高い

防災機能を持ち、自立したエネルギー供給

を確保するなど、来街者の安全確保に加え

周辺地域の市民にとっても安全・安心な 防

災の拠点 となる、災害に強くしなやかで自

立的なまちづくりを実現します。 

また、感染症や不測の事態などに対して、

実行性のある危機管理計画を策定し、緊急

事態に備えます。 

ページ上段 

51 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

災害に強くしなやか

で、自立的なまちづく

り 

【災害時の来街者のための安全・安

心の確保】 

【災害時等の来街者のための安全・安心の

確保】（写真差替） 

ページ中段 

51 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

災害に強くしなやか

で、自立的なまちづく

り 

（追加） 

【感染症対策・不測の事態等に対する対

応】 

感染症や不測の事態等に対しても、実効性

のある対策計画を策定し、緊急時にも適切

に対応します。 

ページ右下 

52 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

災害に強くしなやか

で、自立的なまちづく

り 

 

【災害時には周辺地域を含む防災の

拠点】 

周辺地域の市民にとっても、一時避

難や物資輸送等あらゆる面で防災拠

点となるエリアを目指します。 

【災害時には周辺地域を含む防災の拠点】 

区域内だけでなく、周辺地域 からの被災者

等の一時滞在・避難の受け入れ や物資輸送

等あらゆる面で 高い防災機能をもつ エリア

を目指します。 

ページ左上 
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頁 変更箇所 変更前（素案） 変更後（修正箇所は 下線 ） 

52 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

 

 

【災害時バックアップをもつ電源供

給システム】 

平常時から使用可能なシステムをつ

くり、災害時バックアップをもつ電

源共有システム等により、地区全体

として、災害時の自立した都市機能

確保を図ります。 

【災害時 にも安定かつ自立したエネルギー

供給】 

災害時バックアップをもつ 電力供給システ

ムや分散型電源等の導入により、平常時だ

けでなく災害時にも自立した電力供給を確

保します。また、地震や高潮などの災害時

にも安定して稼働する構造や配置としま

す。 

（写真差替） 
ページ右上 

52 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

【わかりやすく、利便性の高いまち

づくり】 

ハード・ソフトの両面からの複合的

な取り組みにより、あらゆる来街者

が安全・安心に過ごすことができ、

ホスピタリティの高い魅力あるまち

づくりを推進します。 

【インクルーシブな（誰もが排除されな

い）まちづくり】 

ハード・ソフトの両面からの複合的な取り

組みにより、あらゆる来街者が安全・安心

に過ごすことができ、ホスピタリティの高

い インクルーシブな まちづくりを推進しま

す。 ページ中段 

52 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

【ユニバーサルデザインの推進】 

あらゆる来街者が安全・安心に過ご

すことができるよう、ユニバーサル

デザインを推進します。 

【ユニバーサルデザインの推進】 

あらゆる来街者が安全・安心に過ごすこと

ができるよう、建物や移動環境の ユニバー

サルデザイン化を推進します。 

ページ中段左 

52 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

【多様な媒体による積極的な情報発

信】 

多言語対応のデジタルサイネージや

スマートフォンアプリなど、多様な

媒体を通じて情報提供や情報発信を

行います。 

【多様な媒体による積極的な情報発信】 

多言語対応のデジタルサイネージやスマー

トフォンアプリなど、多様な媒体を通じ

て、平常時だけでなく非常時にも 情報提供

や情報発信を行います。 

ページ中段右 

52 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－３  

スマートシティ・環

境・防災など 

（追加） 

【心のバリアフリーの実践】 

ホスピタリティ向上のため、区域全体で心

のバリアフリーを実践するとともに、障害

の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず

働きやすい環境を整備します。 
ページ下段 

54 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－４  

スマートな交通環境の

構築  

【広域アクセス】 

 

羽田・成田空港､新横浜駅からのダ

イレクトアクセス（バス、水上交通

など） 

【広域アクセス】 

 

羽田・成田空港､新横浜駅 など広域的な交通

拠点 からのダイレクトアクセス（バス、水

上交通など） 

ページ上段 
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頁 変更箇所 変更前（素案） 変更後（修正箇所は 下線 ） 

54 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（３）－４  

スマートな交通環境の

構築   

【来街者を回遊させるネットワーク

の形成】 

 

自動車交通や歩行者交通、水上交通

等の様々な交通手段によるネットワ

ークの形成 

【来街者を回遊させるネットワークの形

成】 

 

自動車交通や歩行者交通、水上交通 、周遊

交通システム、パークアンドライドなど の

様々な交通手段によるネットワークの形成 
ページ右下 

55 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（４） 

オール横浜で観光・経

済にイノベーションを 

 

① MICE による効果 

『 横浜ＩＲ 』を目的として、イン

バウンドを含む観光客やＭＩＣＥ客

が来訪し、宿泊や飲食等によりＩＲ

区域内のみならず関内・関外地区や

みなとみらい 21地区、横浜駅など

周辺地域の観光消費額を増加させま

す。 

 

【ＭＩＣＥがもたらす経済波及効果】 

『 横浜ＩＲ 』を目的として、インバウン

ドを含む観光客やＭＩＣＥ参加者が来訪

し、宿泊や飲食等により、ＩＲ区域内のみ

ならず関内・関外地区やみなとみらい２１

地区、横浜駅など周辺地域の 商店街や商

業・飲食施設の 観光消費額を増加させま

す。 

（写真追加） ページ分割・増 

56 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（４） 

オール横浜で観光・経

済にイノベーションを 

① MICE による効果 

（追加） 【MICE のレガシー効果】 

ページ分割・増 

56 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（４） 

オール横浜で観光・経

済にイノベーションを 

 

① MICE による効果 

 

（追加） 

【市民の活動機会の提供等】 

 

横浜市民が『横浜ＩＲ』を来訪客として楽

しむことはもとより、市民が街を盛り上げ

ていくホストとして活躍できる活動機会の

提供等を推進します。（例：通訳ボランテ

ィア活動、イベント等への出演等）また、

未来を創る横浜の子どもたちが、国際社会

で活躍できる視点を養えるよう、海外から

来訪するＭＩＣＥ参加者との交流や職業・

現場体験等の機会創出を推進します。 
ページ分割・増 

57 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（４） 

オール横浜で観光・経

済にイノベーションを 

 

② 経済効果 

【雇用創出・人材育成】 

女性、シニア層など、多様な人材が

活躍する場の拡大に向けた、新たな

雇用の創出、働きやすい雇用環境の

確保、大学等教育機関等との連携を

図ります。 

【雇用創出・人材育成】 

障害の有無、年齢、性別、人種等に関わら

ず、多様な人材が活躍する場の拡大に向け

た、新たな雇用の創出、働きやすい雇用環

境の確保、大学等教育機関等との連携を図

ります。 

（写真追加） 
ページ分割・増 
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頁 変更箇所 変更前（素案） 変更後（修正箇所は 下線 ） 

58 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（４） 

オール横浜で観光・経

済にイノベーションを 

 

② 経済効果 

【食材・物品・サービス等の調達】 

 

開業後の大規模需要に対して、市内

の中小企業等から、質の高い食材や

物品・サービス等を計画的に調達し

ます。 

【食材・物品・サービス等の調達】 

 

開業後の大規模需要に対して、市内の中小

企業や横浜市中央卸売市場等から、質の高

い食材や物品・サービス等を計画的に調達

します。そのため、横浜市中小企業振興基

本条例の趣旨を踏まえ、市内中小企業の受

注につなげます。 

また、地産地消や地域特産品を成長・拡大

させる観点から、ＩＲ区域内の商業・飲食

施設等において、市内調達を推進します。 

【写真追加】 
ページ分割・増 

71 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（５）－２ 

依存症対策 

 

④国、自治体、ＩＲ事

業者の役割分担 

【基本法・基本計画等に基づく依存

症対策】 

 

相談機関（拠点）の設置 横浜市 

△ 

【基本法・基本計画等に基づく依存症対

策】 

 

相談機関（拠点）の設置 横浜市 ○ 

ページ右下 

73 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（５）－２ 

依存症対策 

 

⑤横浜市の依存症対策 

【Ⅰ． 依存症への総合的な取組】 

 

ギャンブル等依存症への対策を推進

するうえでは、アルコールや薬物等

の依存症への対策を含め、関係団

体・機関とも連携しながら、総合的

に取り組んでいきます。 

【Ⅰ． 依存症への総合的な取組】 

 

ギャンブル等依存症への対策を推進するう

えでは、こころの健康相談センターを「横

浜市依存症相談拠点」とし、アルコールや

薬物等の依存症への対策を含め、関係団

体・機関とも連携しながら、総合的に取り

組んでいきます。 ページ中段 

76 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（５）－２ 

依存症対策 

 

⑥現状、課題、今後の

取組の方向性 

 

【Ⅳ．調査による実態把握】 

 

「現状」 市民 3,000 人を対象とし

たギャンブル等依存症の実態調査を

実施しています。（令和元年度） 

【Ⅳ．調査による実態把握】 

 

「現状」 市民 3,000 人を対象としたギャ

ンブル等依存症の実態調査を 実施しまし

た。 

（令和元年度 実施：回答率 42.1%、過去１

年以内の「ギャンブル等依存症が疑われる

者」の割合推計値は、成人の 0.5%） ページ上段 

76 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（５）－２ 

依存症対策 
（追加） 

【コラム：横浜市民に対する娯楽と生活習

慣に関する調査結果】 

ページ中段 
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５ スケジュール                                        

６月 30 日 本常任委員会でパブリックコメントの取りまとめ状況 及び方向性(素案)修正概要を報告 

８月   「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性」公表予定（市民情報センター、各区役所区政推進 

     課広報相談係で閲覧に供するとともに、市ホームページにデータを公表） 

頁 変更箇所 変更前（素案） 変更後（修正箇所は 下線 ） 

77 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（５）－２ 

依存症対策 

 

⑦ 横浜市が独自に 

ＩＲ事業者に求める対

策 

【相談】 

 

依存症に関する 24 時間体制による

相談対応を行うこと。 

【相談】 

 

依存症に関する 相談窓口を設置し、24 時間

体制による相談対応を行うこと。 

ページ中段 

85 

86 

３ 横浜ＩＲの方向性 

（５）－３ 

治安対策などの懸念事

項 

 

④ 想定される取組 

表変更 表変更 

ページ増 

92 

４ ＩＲ実現による効果 

（４） 

市民の豊かな暮らしへ 

『横浜ＩＲ』の推進により、横浜の

「グローバルＭＩＣＥ都市」の地位

を盤石にするとともに、大規模施設

の整備・運営による経済効果や、観

光客などの交流人口の増加により、

さらなる地域経済の活性化を進めま

す。 

『横浜ＩＲ』の推進により、アジアを代表

するＭＩＣＥ都市を目指すとともに、大規

模施設の整備・運営による経済効果や、観

光客などの交流人口の増加により、さらな

る地域経済の活性化を進めます。 

上から７行目 

92 

４ ＩＲ実現による効果 

（４） 

市民の豊かな暮らしへ 

加えて、それらによる増収効果によ

り、財政改善を促進し、福祉・子育

て・医療・教育など、将来にわたり

横浜市民の安全・安心な暮らしで豊

かな生活を守っていきます。 

加えて、それらによる増収効果により、財

政改善を促進し、福祉・子育て・医療・教

育 ・老朽化した公共施設の更新 など、将来

にわたり横浜市民の安全・安心な暮らしで

豊かな生活を守っていきます。 
上から 10行目 

97 

５ 地域の理解促進・合

意形成に向けた取組 

（２）広報計画 

【それぞれのご関心・問題意識に応

じた取組（イメージ）】 

 

主なツール 

 

子どものいらっしゃる方など （テ

レビ、雑誌、ウェブサイトなど） 

若い方々など（ウェブサイト、大学

等での講義、電車等広告など） 

お仕事をされている方など（新聞、

セミナー、ウェブサイトなど） 

【それぞれのご関心・問題意識に応じた取

組（イメージ）】 

 

主なツール 

 

子どものいらっしゃる方など （テレビ、

雑誌、ウェブサイト 、ＳＮＳなど） 

若い方々など（ウェブサイト 、ＳＮＳ、大

学等での講義、電車等広告など） 

お仕事をされている方など（新聞、セミナ

ー、ウェブサイト 、ＳＮＳなど） ページ中段 



 

 

 

 

横浜市における特別定額給付金について 

 

 特別定額給付金について、早期の給付に向けて作業を行っておりますが、現在の状況を連

合町内会長及び各単会長あてに情報提供させていただきます。最新の情報につきましては、

随時、本市ホームページや広報よこはま等において、周知してまいります。 

 

１ 申請及び給付状況（令和２年７月７日現在の状況） 

（１）給付対象件数 約 182万世帯 

（２）申請受付件数 約 1,682,000件 申請率※１ 92.4％ 

（３）給付件数   約 1,109,000件 給付率※２ 60.9％ 

※１ 給付対象件数に対する申請受付件数の割合 ※２ 給付対象件数に対する給付件数の割合 

時 点 
申 請 受 付 数 

申請率 給 付 件 数 給付率 
郵送 オンライン 合計 

６月 30日 約 1,534,000件 約 97,000件 約 1,631,000件 89.6％ 約 738,000件 40.5％ 

７月２日 約 1,562,000件 約 97,000件 約 1,659,000件 91.2％ 約 869,000件 47.7％ 

７月７日 約 1,585,000件 約 97,000件 約 1,682,000件 92.4％ 約 1,109,000件 60.9％ 

 

２ スケジュール 

  ５月 12日      オンライン申請の受付開始 

  ５月 28日      オンライン申請の振込開始 

  ５月 28日～６月６日 郵送申請の申請書発送 

  ６月 ９日      郵送申請の振込開始 

  ７月 中旬頃～    口座をお持ちでない方への「給付方法のお知らせ」発送開始 

  ７月 下旬～     未申請の方への申請勧奨の開始（予定） 

  ９月 10日      申請受付締切（郵送の場合は、当日消印有効） 

 

３ 自治会町内会の皆さまへの依頼事項 

  特別定額給付金の広報用ポスター（Ａ４サイズ・カラー刷り）について別添のとおり作

成しました。市民の皆さまに一番身近な各自治会町内会さまの掲示板への掲示につきまし

て、ご協力をお願いします。 

【掲示期間】令和２年９月 10日（木）まで 
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４ 特別定額給付金の申請状況照会 

横浜市ウェブページから、特別定額給付金の申請状況につきまして、以下の番号を入力

いただくと、申請後の状況を確認できます。 

・郵送申請の場合：申請番号(申請書の宛名に印字されているバーコードの下の 13ケタの番号) 

・オンライン申請の場合：受付番号 

 

 

※「申請番号」が分からない場合、横浜市特別定額給付金コールセンターでお調べ出来

るようになりました。（なりすまし防止のために、本人確認や振込口座の金融機関名な

どの情報を詳細に伺います。お答えに３～４営業日かかります。） 

※ １日１回（概ね正午までに）情報更新されます。土・日曜日、祝日は振込の依頼がで

きないため、情報更新はありません。 

 

５ 特別定額給付金に関するお問い合わせ先 

(１)横浜市特別定額給付金コールセンター（日本語・英語・中国語） 

Tel：０５７０－０４５５９２（6/25より市内通話料金と同一料金に変更しました） 

９時～17時（７月は土・日曜日・祝祭日も対応。現在 70ブースで運用中） 

Fax：０４５－６８１－８３７９ 

聞こえない方のお問合せ用 Fax 番号です。Fax では申請出来ませんのでご注意く

ださい。 

(２)横浜市特別定額給付金多言語専用ダイヤル（ハングル、ベトナム語、ネパール語、 

ポルトガル語、スペイン語、タガログ語） 

Tel：０４５－２１１－６５７３ 

平日 10時～16時 30分（第２・４土曜日は 10時～12時 30分） 



横浜市特別定額給付金
申請期限は９月10日（木）

横浜市特別定額給付金コールセンター

横浜市

0570-045592

※区役所、市役所で申請書を受け付けることはできません。
必ず郵送で申請してください。

申請書を世帯主の方へ発送しております。
お早めにお手続きください。

※申請書が届いていない方は、下記コールセンターにご連絡ください。

受付時間 平日９時から17時まで
英語・中国語対応

FAX：045-681-8379
※耳の不自由な方のお問合せ用FAX番号です。
申請はできませんのでご注意ください。



 
 

 

感染症リスクを踏まえた災害時の避難行動のお願い 
 

新型コロナウイルス感染症の影響下において災害が発生した場合には、避難場所の

密集状態を避けるため、自宅や親戚・知人宅に避難する等の柔軟な避難行動が求めら

れます。 

つきましては、感染症リスクを踏まえた避難行動についてポスターを作成しました

ので、各自治会町内会におかれましては、掲示板にて周知啓発にご協力いただきます

ようお願いいたします。 

 

１ 掲示物 

  「感染症リスクを踏まえた災害時の避難行動について」 

２ 規格 

  Ａ４サイズ、カラー 

３ ポスターの記載概要 

  感染症リスクを踏まえた災害時の避難行動として、避難場所の「密」状態を避け

るため、複数の避難先をご検討いただきますようお願いします。 

  ①自宅が安全であれば在宅で避難生活を送る「在宅避難」をご検討ください。 

   ※在宅避難は自宅が安全であることが前提です。自宅が危険な場合は早めの避難が原則です。 

  ②在宅避難以外にも複数の避難先をご検討ください。 

   ・親戚や知人宅への避難 

   ・ホテル等での宿泊 

  なお、地域や行政が開設する避難場所へ避難する際は、食料や水、基本的な生活 

用品に加えて、感染症対策として「マスク」や「体温計」も持参してください。多

くの方が集まる避難場所では、手洗い・うがい・咳エチケット等の基本的な感染症

対策を徹底し、お互いに助け合い思いやりをもって過ごしてください。 

 

 

 

 

 

 
問合せ：栄区総務課防災担当 
担 当：山口、中山 
電 話：８９４－８３１２ 
ＦＡＸ：８９５－２２６０ 
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避難行動のお願い
「在宅避難」とは、災害時に自宅の安全が確保できれば
在宅で避難生活を送ることです。大雨・台風や地震など
様々な災害を想定して、在宅避難を検討してください。
１ 防災マップ等で浸水想定や土砂災害の危険等を確認
２ 自宅の安全を確保（家の耐震補強や家具転倒防止等）
３ 食料や水、トイレパック、常備薬等を備蓄

※自宅にいることが危険だと感じた場合は早めの避難が原則です

①まずは〈在宅避難〉をご検討ください

👪👪

②複数の避難先をご検討ください

近隣の親族や知人宅に避難することが
できるか事前に相談しておきましょう。
食料品や生活用品が不足しないよう各
家族の備蓄品を持ち寄りましょう。👪👪

〈ホテル等での宿泊〉HOTEL

👪👪
大雨や台風などの場合は、安全なエリアの
宿泊施設にあらかじめ滞在しておくことも
有効です。候補を探しておきましょう。
※移動を開始する前に営業状況や空き室の有無を
確認してください

〈地域が開設する避難場所〉

（お問い合わせ）栄区総務課防災担当
電話 894－8312  FAX 895－2260

👪👪👪👪
・食料や水、基本的な生活用品に加えて、
「マスク」や「体温計」を持参してください。

・避難中はマスクを着用し、手洗い・うがい・咳エ
チケットなど基本的な感染症対策を徹底してお互
いに助け合い思いやりをもって過ごしましょう。

〈行政が開設する避難場所〉

感染症リスクを踏まえた

👪👪
〈親族・知人宅への避難〉

👪👪👪👪
大雨や台風の避難行動については
横浜市 マイタイムライン 検索

災害
時の



 
 

 
令和２年国勢調査の調査方法等の見直し及び広報ポスター掲出のお願いについて 

 
盛夏の候 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日頃から、各種統計調査に御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 
 また、令和２年国勢調査の調査員推薦につきましては、新型コロナウイルス感染症対応で
厳しい状況の中、格別の御協力をいただき、多くの方の御推薦をいただくことができました。
重ねてお礼申し上げます。 
 
 現在、10 月 1 日の調査期日に向けて準備を進めておりますが、調査に従事する調査員の皆
様が安全に調査活動を行っていただけるよう、また、調査に御協力をいただく各世帯の皆様
が安心して調査に御協力いただけるよう、調査方法の見直しなど、新型コロナウイルス感染
症対策を講じた上で調査を実施してまいりますので、引き続きの御協力をよろしくお願い申
し上げます。 
 
また、一部調査方法の変更もあることから「広報よこはま」を始めとした地域に密着した

媒体を活用して各世帯の皆様への十分な広報を実施してまいりたいと考えており、お手数を
おかけいたしますが、広報ポスターの自治会・町内会掲示板への掲出について併せて御協力
をお願い申し上げます。 
 
１ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に対応した調査方法等の見直し 

 ・調査員と各世帯が直接接しない非接触の調査方法を基本とし、調査書類は、原則各世帯
のポスト等へ入れて配布します。 

 ・調査票の提出は原則インターネット回答又は郵送提出とし、調査員と各世帯の接触機会
を削減します。 

  なお、調査世帯が特に希望する場合には、調査員が調査票を受け取ることとしますが、
その際は、必ずマスクを着用するなど感染予防に配慮した形で行います。 

 ・調査員の調査活動期間中の健康管理を徹底し、日々の検温結果や活動内容を記録します。 
なお、調査員にはマスクを配布します。 

 ・調査員説明会につきましては、感染症対策を講じるとともに、重要事項や要点等の説明
に絞り時間を短縮します。 
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２ 広報ポスター掲出のお願い 

（１）ポスター仕様 A４縦 両面印刷（別添参照） 
   ※表面の掲示をお願いします。 
（２）掲出依頼期間 
   ８月～10 月中旬 
（３）添付資料 
   ア 送付状 
   イ 広報ポスター 
 
 
【参考】調査書類の配布及び回答期間 

 
１ 調査書類の配布期間 
  9 月 14 日（月）～30 日（水） 
  ※調査票（紙）のほか、インターネット回答に必要な書類や郵送用の封筒などを配布。 
 
２ インターネットによる回答期間 
  ９月 14 日（月）～10 月７日（水） 
 
３ 郵送提出による回答期間 

10 月１日（木）～10 月７日（水） 
  ※郵送提出が困難な場合は、区役所へ連絡いただき調査員等が回収に伺います。 
 
 

（担当） 
栄区役所総務課統計選挙係 

川村、森田 
電話 894-8316 FAX 895-2260 
E メール sa-toukei@city.yokohama.jp 



拝啓 盛夏の候 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素から、横浜市政の推進に御支援・御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

また、令和２年国勢調査の調査員推薦につきましては、格別の御協力をいただき、重ねてお礼申

し上げます。 

さて、令和２年国勢調査につきましては本年 10月1日を調査期日として全国一斉に実施されます

が、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、調査に従事する調査員の皆様が安全に調査活動を

行っていただけるよう、また、調査に御協力をいただく各世帯の皆様が安心して調査に御協力をい

ただけるよう、調査方法の見直しなど、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で調査を実施し

てまいりますので、引き続き、各自治会町内会の皆様の御協力をよろしくお願いします。 

また、調査員の皆様が活動しやすい環境を整えるため、地域に密着した媒体を活用して各世帯の

皆様への広報を実施してまいりたいと考えており、お手数をおかけいたしますが、広報ポスターの

自治会・町内会掲示板への掲出について併せて御協力をお願い申し上げます。              敬具 

 

１ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に対応した調査方法等の見直し 

・調査員と各世帯が直接接しない非接触の調査方法を基本とし、調査書類は原則各世帯のポスト

等へ入れて配布します。 

・調査票の提出は原則インターネット回答又は郵送提出とし、調査員と各世帯の接触機会を削減

します。 

   なお、調査世帯が特に希望する場合には、調査員が調査票を受け取ることとしますが、その際

は、必ずマスクを着用するなど感染予防に配慮した形で行います。 

・調査員の調査活動期間中の健康管理を徹底し、日々の検温結果や活動内容を記録します。 

なお、調査員にはマスクを配布します。 

・調査員説明会につきましては、感染症対策を講じるとともに、重要事項や要点等の説明に絞り 

時間を短縮します。 
 
２ 広報ポスターの掲出のお願い 

 ・掲出依頼期間：８月～１０月中旬 
 ・広報ポスター（A４縦・両面刷り）の表面の掲示をお願いします。 
 
 
令和２年７月 

自治会・町内会長 各位               

        国勢調査横浜市実施本部長  小 林 一 美 

                       （横浜市副市長） 

                      問合せ先 横浜市 政策局 総務部 統計情報課 

                          電話  ６７１－４２０１ 

             ＦＡＸ ６６３－０１３０ 







 

 

 

 

 
 

栄区区政推進課 
 
 

タッチーくんが「ゆるキャラグランプリ 2020 THE FINAL」に出場します 
（情報提供） 

 
 栄区では、区の魅⼒発信事業の⼀環として、タッチーくんが区の魅⼒やイメージを広く発信するため
のツールとなるよう、区内外に向けたＰＲ活動を⾏っています。 

今回、タッチーくんが区外でさらに認知され、栄区の顔となるよう、「ゆるキャラグランプリ 2020 THE 
FINAL」に出場することとなりました。皆さまの温かい応援をよろしくお願いします。 
 
■ゆるキャラグランプリ 2020 THE FINAL 概要■ 
【投票期間】７⽉１⽇（⽔）〜９⽉ 25 ⽇（⾦） 
【結果発表】10 ⽉３⽇（⼟）〜10 ⽉４⽇（⽇） 
【投票⽅法】①各端末※で公式サイトにアクセス 

②ID 登録をする（初回のみ） 
③ID でログインし、投票する 
※１⽇１回投票可 
※PC、スマートフォン、タブレット 

【ゆるキャラグランプリ公式サイト】 
 https://www.yurugp.jp/jp/vote/detail.php?id=00001056 
 
■タッチーくんについて■ 

横浜市栄区のシンボルリバー「いたち川」のマスコット、タッチーくん。 
名前には、栄区の豊かな⾃然と触れ合う（タッチ）という意味がこめられています。 可愛いしっぽを

ふりふりしながらお散歩するのが⼤好きです。 
 
 
 

【担当】栄区区政推進課広報相談係      
鈴⽊（恵）、⽯⽥、⽯上 

電話︓894-8335 
FAX︓894-9127 
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一緒に 
がんばろう♪ 

ゆるキャラグランプリ タッチーくん 
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投 票 ⽅ 法 

ID（メールアドレス）の登録⽅法（初回のみ） 

 １ 登録するメールアドレスから、ゆるキャラ
グランプリの ID 登録⽤アドレスにメール
を送る。 
entry@vote.yurugp.jp 
※件名、本⽂は記載しないで 
 メールを送ってください 
※タッチーくんの投票ページ 

からでも投票 ID の登録が 
できます。 

 ２ ゆるキャラグランプリの ID 登録⽤アドレ
スから返信が来るので、本⽂中に記載され
た URL からサイトにアクセスし、パスワー
ドを設定して、「本登録」のボタンを押すと 
登録完了︕ 

投票⽅法 

 １ タッチーくんのページを開き、写真の下に
ある「このゆるキャラに投票する」という
ボタンをクリックする。 

 ２ 登録したメールアドレスとパスワードを⼊
⼒し、「投票する」のボタンを押すと 
投票完了︕ 

同じパスワードを 

２回入れてね！ 

ココから 

投票！ 

ＩＤとパスワードを 

入れて… 
ココから 

投票！ 

ココから 

登録！ 



投票期間　７月１日 ( 水 ) ～９月２５日 ( 金 )

※登録方法等がわからない場合は広報相談係までお問合せください！

問合せ　栄区役所区政推進課広報相談係　Tel 045-894-8335　Fax 045-894-9127



 
 

 

令和２年度 栄区みんなが主役のまちづくり協働推進事業補助金 

２次募集について（ご案内） 

 
  地域の皆さまには、日頃より栄区政にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。  

区民の皆様による地域課題の解決や地域の魅力づくりにつながる活動を支援するため、

標記補助金の令和２年度２次募集の受付を開始しますのでお知らせします。 

 

１ 制度概要 

 【対象事業】区民が団体・グループを構成して行う主体的な活動 
       区民を対象とした居場所づくり 等 
  
【補助期間】最長３年 
 
【補 助 率】１・２年目：事業費の３分の２ 
        ３年目：事業費の２分の１ 
 
【上 限 額】ベーシックコース：５万円（アドバンス制度利用の場合は 20万円） 
      サロン・居場所づくりコース：２万円 
 

２ 募集期限 

  令和２年８月 31日（月）まで 
 
３ 依頼事項 

各自治会・町内会の掲示版にチラシの掲出をお願いします。 
 

４ 詳細について 

 ・区ホームページに申請書類及び募集案内等を掲載しています。 
URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_ 

shien/kyodo_suishin/    （ 栄区 みんなが主役 で検索） 
  
 
 
 
 

担当：区政推進課 地域力推進担当 髙橋・村山（紗） 
TEL：894-8936 FAX：894-9127 

Email：sa-chiryoku@city.yokohama.jp 
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（資料）制度概要 

 

 ベーシックコース サロン・居場所づくりコース 

補助率等 １・２年目：３分の２ ／ ３年目：２分の１ 

補助期間 最長３年間 

上限額 
ベーシックコース ５万円 

２万円 
アドバンス制度利用の場合 ２０万円 

対象事業 
区民が団体・グループを構成して行う主体的な活動 
（文化・スポーツ、安心・安全、緑化、にぎわい、健康、子育

て支援等） 

区民を対象とした 

居場所づくり 

対象者 
 

複数の区民等で構成される市民活動団体等 

対象経費 備品費、使用料・賃借料、講師への謝金、材料・事務費 等 

備考 
アドバンス制度： 
特に行政課題に的確に対応し他団体と連携することで地

域・区民に幅広く広がりが見込める事業に対し適用する。 

・上限額が低く、簡便な申請書 

・特に予算規模の小さい事業を

想定 

・基本条件はベーシックコ―スと

同じ 

※居場所づくり事業はベーシックコースでも申請できます。事業規模に合わせてご活用ください。

※令和２年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響により補助対象事業が実施できなかった  
場合は、申立書を提出のうえ、補助金の全部を返還していただければ、当該年度の申請は要綱

第４条の申請回数（上限３回）として数えないものとします。 
 



 

 上限額が２万円・５万円・20 万円の３コース‼ 

 

 

 
地域のための 

活動を応援します！ 

こんな取り組みに活用されています！ 

 

 

 

                    

ウォーキング 
講座の開催 

介護予防や仲間づくり 
のため、毎月講座を 
開催しています！ 

シニア向け 
サロンの立ち上げ 

気軽に参加できる 
サロンを開催し 
交流の場を 

つくっています！ 

花・みどり溢れる 
まちづくり 

地域の花と緑の 
維持管理を行い、 

魅力ある美しいまちを 
つくっています！ 

募集期限：令和２年８月３１日（月）まで 

栄区 みんなが主役 検索 

お問合せ先 ： 栄区役所 区政推進課 地域力推進担当 
 
TEL：045-894-8936 ／ FAX：045-894-9127 

 
Ｅメール：sa-chiryoku@city.yokohama.jp 

 

 

※団体・グループを構成して行う活動が対象です。 



 

 

 

セーフコミュニティＰＲ用ポケットティッシュの配布協力について（依頼） 
 
 

地域の皆さまには、日頃よりセーフコミュニティ活動にご理解・ご協力をいただき誠

にありがとうございます。 
この度、より多くの区民の皆さまに「セーフコミュニティ」を知っていただけるよう、「栄

区いたち川マスコットタッチーくん」を使ったＰＲ用のポケットティッシュを作成しました。 
つきましては、自治会・町内会における会合での配布等、セーフコミュニティの啓発

にご協力をいただきますようお願いします。 

              
 
１ 概要 
  
（１）提供可能な数量 

   

  １自治会・町内会あたり 10～200 個 
 
  ※十分な数を用意していますが、在庫切れの場合はご了承ください。 
  
 
 
（２）配布していただく方法について 
 

当課からの指定はありません。同一の方が複数受け取るのではなく、可能な限り多

くの方の手に渡るようご配慮いただけると幸いです。 
 
◆ 例：会合・行事等への参加者に配布、自治会館・町内会館に置いて来館者に配布 等 

  
 

２ 申込及び受取方法 
 
（１）申込方法 

裏面の申込書をＦＡＸ等により区政推進課地域力推進担当までご提出ください。 

折り返しＦＡＸ等でご連絡を差し上げます。 
 
  ◆ 受付期間：令和２年９月末日まで（但し、在庫がなくなり次第終了） 
 

（２）受取方法  

  栄区役所本館４階 44番窓口でお渡しします。 

  ※ 20個以下の場合、郵送も可能です。 
  
 
３ その他 

  令和元年 10月 21日の区連会でお伝えしたのぼり旗（縦 145cm・横 46cm 

程度）についても引き続き配布しています。掲出にご協力をお願いします。 
 

 【担当】 

区政推進課地域力推進担当 髙橋、臺
だ い

丸
ま る

、村山(紗) 

電話：894-8936 FAX：894-9127   
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サイズ ： 横約 11 ㎝・縦約 7.5 ㎝ 

裏面あり 



 

セーフコミュニティＰＲ用ポケットティッシュ 申込書  
 
 

全ての欄に記入していただき、下部の申込先にお送りください 
 

自治会・町内会名  

担当者 職位・氏名  

担当者 ＴＥＬ・ＦＡＸ 

（区政推進課よりご連絡する場合があります） 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

希望数 
ポケットティッシュ：      個 （10～200 個） 

 

のぼり旗：     枚 
 

配布方法（予定でも可）  

受取方法 

（どちらかを選択してください） 

□ 下記住所への送付を希望する ※20 個まで 

〒     -        

栄区                        

氏名：                        

□ 区役所窓口での来庁受取を希望する 

 受取希望日時（決まっている場合は記入してください）： 

       月     日       時頃  

 

◆ 区役所開庁時間 ： 月～金曜日 8：45～17：00 （祝日は除く）  
 
 

申込先：栄区役所 区政推進課 地域力推進担当 
 
    ＦＡＸ：045-894-9127 
 
    ※電話・Ｅメールでも承ります  
      ＴＥＬ： 045-894-8936 

Ｅメール： sa-chiryoku@city.yokohama.jp  

例） 町内会の会合で配布、自治会館に置いて利用者に自由にとってもらう  



                         

 

「セカンドキャリア支援事業」アンケート調査の実施について 

 

栄区では「セカンドキャリア支援事業」として、中高年層の区民の皆様が、新たな楽し

み・新たな挑戦・新たな出会いを通じて活き活きと暮らすことで、より一層地域の魅力と

活力があふれるまちづくりを目指しています。 

今後の事業実施の基礎資料として、40歳以上の方々の時間の使い方への考え方や地域活

動との関わりの状況などを把握するため、郵送によるアンケート調査を実施します。 

 

１ 調査概要 

 (1) 対象 

     栄区内に居住する40歳以上の方 1,500人 

 ※住民基本台帳から無作為抽出 

 (2) 調査実施期間 

   令和２年９月１日から９月18日まで 

 ※調査票は８月31日に発送予定 

 (3) 調査票の構成 

   27問（回答者属性：７問、意識に関する設問：20問） 

  ＜主な調査項目＞ 

  ①ご自身に関すること 

  ②就労に関すること 

  ③時間の使い方について 

  ④地域活動の参加状況や関わり方について 

  ⑤区民利用施設の認知度や利用状況について 

  ⑥身近な地域の情報源について 

 

２ スケジュール 

(1) 調査期間：９月１日～９月18日 

(2) 結果公表：１月下旬 

 

 

 

【担当】 

区政推進課企画調整係 高木、村山 

電話：894-8161  FAX：894-9127 
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各地区連合町内会長の皆様 

 

 

敬老お祝いカードの納品について（報告） 

 

 

本区では、多年に渡り社会に貢献してこられた高齢者の方々に敬意を表し御長寿を

祝うため、敬老お祝いカードを作成し、敬老の集い等で配布を希望される自治会・町

内会の皆様にお届けしております。 

 本年３月に実施いたしましたアンケートをもとに、各地区連合及び各自治会・町内

会の皆様に、御希望の配送方法で、御希望枚数を納品いたします。 

 

１ 敬老メッセージカード（見本） 

別添のとおり 
 

２ 配付枚数、配送先等 

   それぞれの自治会・町内会ごとに個包装したものを、事前にお伺いした日時・

場所に一括して印刷業者から配送します。 

   なお、地区連合町内会ごとの配布希望を集計したものは、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

【担当】 

栄区 高齢・障害支援課 高齢・障害係 

長戸、金井 

Tel：045-894-8539  Fax：045-893-3083 

E-mail: sa-koreisyogai@city.yokohama.jp 

栄区区連会資料  

令和２年７月20日 

高齢・障害支援課 

資料№14 







番号 自治会・町内会名 配布希望数
受け取り方法

(原則、地区定例会)

1 飯島町内会 700

2 富士見台自治会 50

3 飯島団地自治会 600

4 飯島ひかりが丘自治会 0

5 芙蓉台自治会 0

6 百合ｹ丘自治会 40

7 本郷台自治会 600

8 金井町内会 2

9 田谷町内会 200

10 長尾台町内会 0

11 ｺｰﾌﾟ野村戸塚長沼自治会 0

12 長沼町内会 400

13 栄ﾘﾍﾞﾗﾋﾙｽﾞ自治会 0

14 みどり野ﾊｲﾂ自治会 50

15 かいがら坂ﾊｲﾂ自治会 50

16 ﾆｭｰｼﾃｨ本郷台ﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ自治会 0

17 ｴｺﾋﾙｽﾞ横浜自治会 50

18 ワンダースケープ自治会 0

- 豊田連合町内会自治会 0

合 計 2,742

配送日時

配送場所

敬老メッセージカード　配付希望アンケート集計表

豊田連合町内会自治会

豊田連合町内会コミュニティーセンター

令和2年７月23日午後



番号 自治会・町内会名 配布希望数
受け取り方法

(原則、地区定例会)

1 大船ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ自治会 20 奥本　茂様　御自宅あて郵送

2 笠間上町町内会 0

3 笠間山王町内会 0

4 笠間町内会 100

5 笠間西南町内会 0

6 笠間田立町内会 200 高齢・障害支援課受取

7 笠間中央町内会 155

8 笠間通り町町内会 150

9 笠間福住町内会 71

10 笠間宮上町内会 0

11 笠間余曾根町内会 25

12 第２大船ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ自治会 200

13 第３大船ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ自治会 0

14 松ヶ丘町内会 0

15 ﾗｲﾌﾞﾀｳﾝ大船自治会 0

16 ガーデンアソシエ自治会 0

- 笠間地区連合 400 高齢・障害支援課受取

合 計 1,321 配送数　701

配送日時

配送場所

敬老メッセージカード　配付希望アンケート集計表

笠間連合町内会自治会

令和2年7月21日午前

石山　俊雄様　御自宅



番号 自治会・町内会名 配布希望数
受け取り方法

(原則、地区定例会)

1 市営小菅ケ谷第2住宅自治会 90

2 春日町内会 100

3 小菅ケ谷五月会 60

4 小菅ケ谷第一町内会 450

5 小菅ケ谷町内会 400

6 小菅ケ谷睦会町内会 60

7 市営小菅ケ谷住宅自治会 200

8 市営本郷台住宅自治会 90

9 本郷台駅前市街地住宅自治会 100

10 本郷台中央自治会 230

11 大船富士見台自治会 120

12 東武本郷台自治会 250

13 小菅ケ谷西谷戸町内会 300

14 小菅ケ谷連合町内会自治会 120

- 小菅ヶ谷地区社会福祉協議会 250

合 計 2,820

配送日時

配送場所

敬老メッセージカード　配付希望アンケート集計表

小菅ケ谷連合町内会自治会

令和2年7月23日

本郷台ゴルフセンター　



番号 自治会・町内会名 配布希望数
受け取り方法

(原則、地区定例会)

1 ｺｰﾌﾟ野村湘南本郷台自治会 0

2 ｺｰﾌﾟ野村本郷台自治会 0

3 ﾌﾛｰﾗ桂台自治会 0

4 朝日平和台自治会 0

5 桂台団地自治会 50

6 公田町団地自治会 0

7 公田ﾊｲﾂ自治会 0

8 椎郷台町内会 0

9 湘南ﾊｲﾂ自治会 0

10 桂公田町会 0

11 桂台自治会 0

12 湘南桂台自治会 150

13 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾗｽ本郷台自治会 80

- 本郷中央連合町内会自治会 650

合 計 930

配送日時

配送場所

敬老メッセージカード　配付希望アンケート集計表

本郷中央連合町内会自治会

令和2年7月24日

本郷地区センター



番号 自治会・町内会名 配布希望数
受け取り方法

(原則、地区定例会)

1 鍛冶ヶ谷町内会 0

2 港南台ﾌﾟﾘﾝｽﾊｲﾂ自治会 50

3 本郷富士見ｹ丘自治会 160

4 元大橋町内会 150

5 若竹町内会 0

6 若竹山手町会 0

7 中野町内会 150

8 ﾗｰﾊﾞﾝ港南台自治会 40

9 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱ港南台自治会 50

- 本郷第三連合町内会 0

合 計 600

配送日時

配送場所

敬老メッセージカード　配付希望アンケート集計表

本郷第三連合町内会

担当課長　持参



番号 自治会・町内会名 配布希望数
受け取り方法

(原則、地区定例会)

1 犬山町会 120

2 尾月自治会

3 上之町内会

4 亀井町自治会

5 上郷西ｹ谷団地自治会 200

6 上郷西ｹ谷ﾊｲﾂ自治会 260

7 港南台ｺｰﾄﾊｳｽ自治会

8 上郷西地区社会福祉協議会 500

- 上郷西連合町会

合 計 1,080

配送日時

配送場所

敬老メッセージカード　配付希望アンケート集計表

上郷西連合町会

令和2年7月20日

柳原　昌弘様　御自宅



番号 自治会・町内会名 配布希望数
受け取り方法

(原則、地区定例会)

1 上郷町内会 350 高齢・障害支援課受取

2 庄戸一丁目町会 0

3 庄戸二丁目町会 0

4 庄戸三丁目町会 0

5 庄戸四丁目町会 0

6 長倉町自治会 165

7 上郷ﾈｵﾎﾟﾘｽ自治会 0

8 東上郷青葉ｹ丘自治会 0

9 上郷台共同住宅自治会 0

10 みどりが丘自治会 0

- 上郷東連合町会 0

合 計 515 配送数　165

配送日時

配送場所

敬老メッセージカード　配付希望アンケート集計表

上郷東連合町会

令和2年7月23日

嘉部　典子様(長倉町自治会)　御自宅



各地区連合町内会長 各位 

横浜市総務局管理課 

新市庁舎移転に伴う什器等の再利用に向けた見学会について（ご案内） 

新市庁舎へ移転（令和２年４月～６月）にあたり、新市庁舎や区役所、市関連施設等で什器の再利用

を進めているところです。 

つきましては、自治会・町内会の皆様向けにも、什器の見学会を旧市庁舎にて、実施します。 

その場でご希望の什器にマーキングを行っていただき、後日、什器をお渡しいたします。 

ぜひ、この機会を積極的にご活用ください。 

１ 見学会実施日 

  令和２年９月 13 日（日）から 15 日（火）9：30～16：30 午前の部  9：30から 12：30 

  午後の部 13：30から 16：30 

① 上記期間のうち半日単位での見学となります。

② 別添の見学会申込書にて、見学希望日（第一希望から第六希望まで）を記載ください。

③ 見学会申込書を提出いただいた順番に、40組を上限（半日単位）で、見学日を指定させて

いただきます。

２ 見学場所 

  旧市庁舎（横浜市中区港町１丁目１番地） 

JR根岸線関内駅から徒歩１分、横浜市営地下鉄関内駅から徒歩３分 

３ 留意事項 

（１）什器引き渡し期間 

  令和２年９月 27日（日）から９月 29日（火）まで 9：00～16：30（入場受付は 15時 30分まで 

におこなってください。） 

（２）什器の引き渡し条件 

  各自治会町内会の方々にて直接引き取りをお願いします。 

  なお、什器は無償にて譲渡とさせていただきますが、自治会町内会への譲渡となりますので、自

治会町内会館等の施設にて活用いただくことが条件となります。 

  また、一度、引き渡した什器の返却は、お受けできませんので、ご承知おきください。 

（３）引き渡し可能什器 

  お渡しが可能な什器は、収納庫、ロッカー、打ち合わせテーブル、事務用机等が主なものです。

什器は、再利用品となりますので、傷等がありますが、原状でのお渡しとなります。 

また、収納庫等の一部は、鍵が破損等で使用不可のものもありますので、あらかじめご了承くだ

さい。【別添の什器イメージを参照】 

見学会にて、必要な什器に先着順でマーキングしていただき、上記に記載の引き渡しの期間内に

搬出をしていただきます。 

市連会７月定例会資料  

令和２年７月 1 0 日 

総 務 局 管 理 課  
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４ 申し込み方法 

  別紙「見学会申込書」を記載のうえ、総務局管理課まで E-mail 又は FAX で見学会申込書をお送り

ください。E-mailの場合は、見学会申込書の内容をメール本文に記載いただいても構いません。 

 E-mail so-chosyakanri@city.yokohama.jp 

              FAX   045-662-7650  

  ※見学会は、新型コロナウイルス感染リスクの防止も踏まえて、地区連合町内会ごとに 2名様まで

とさせていただきます。 

 

 （１）申込開始日時 令和２年８月 ７日（金）９時から受付開始 

 （２）申込期限   令和２年８月 31 日（月）17時 必着 

   ※なお、申込開始前の申込は、無効とさせていただきますので、ご注意ください。 

 

５ その他 

  お越しの際は、公共交通機関の利用をお願いします。 

  また、当日の入館方法等の詳細については、見学予定者向けに別途ご案内させていただきます。 

 

 

 

担当 総務局管理課管理係 

今井、村上、岡本、石井  

電話 ６７１－３３９５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:so-chosyakanri@city.yokohama.jp


 

 

 

 

提 出 先：総務局管理課  メールアドレス so-chosyakanri@city.yokohama.jp 

 

             又は FAX 045-662-7650 

 

申込開始日時 令和２年８月 ７日（金） 9：00から受付開始 

申込期限：  令和２年８月 31日（月）17：00必着      

 

 

見学会申込書 

【実施日】令和２年９月 13日（日）から 15日（火） 

  見学希望日 第１希望から第６希望までの記載をお願いします。 

  （午前の部  9：30から 12：30  午後の部 13：30から 16：30） 

 ９月 13日（日）午前  ９月 13日（日）午後 

 ９月 14日（月）午前  ９月 14日（月）午後 

 ９月 15日（火）午前  ９月 15日（火）午後 

※ 見学は上記期間のうち半日単位の１回のみ 

 

各地区連合町内会名  

住所（見学会の案内送付の住所を記入）  

連絡先電話番号  

 メールアドレス又は FAX番号  

連絡担当者  

参加者氏名①  

参加者氏名②  

※各地区連合町内会 2名様まで 

別 紙 

mailto:so-chosyakanri@city.yokohama.jp


 

 
 

 

什器等の再利用に向けた見学会 
 

什器イメージ 
 

 お渡しが可能な什器は、収納庫、ロッカー、打ち合わせテーブル、事務机、事務椅子等が主なものです。 

以下の什器イメージ写真を見学の参考としてください。 

 

 □収納庫関連（在庫 合計 約 100個） 

  収納庫 ６段 両開き              収納庫 ３段 両開き      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ 高さ 105㎝ 幅 90㎝ 奥行 45㎝ 

                        色   グレー 

                         

収納庫 ３段 引き違い 

                

 

 

サイズ 高さ 210㎝ 幅 90㎝ 奥行 45 ㎝ 

色   グレー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ 高さ 105㎝ 幅 90㎝ 奥行 45㎝ 

色   グレー 

 

※ お渡しする什器の色や形状等は異なることもありますので、あらかじめご了承ください。 

参 考     



 

□ロッカー（在庫 合計 約 60個） 

  

 ロッカー（１連）                 ロッカー（２連）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ 高さ 179幅 32㎝奥行 52 ㎝          サイズ 高さ 179幅 60㎝奥行 52㎝ 

色   グレー                   色   グレー 

 

 

ロッカー（３連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ 高さ 179㎝ 幅 90㎝ 奥行 52㎝ 

             色   グレー 

 

※ お渡しする什器の色や形状等は異なることもありますので、あらかじめご了承ください。 



 

 □机（在庫 合計 約 100個） 

  

 机（両袖机）                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ 高さ 74 幅 146㎝ 奥行 73㎝       

  

机（片机） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ 高さ 74 幅 106 ㎝ 奥行 73㎝ 

 色   グレー 

 

 会議用テーブル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サイズ 高さ 70 幅 180㎝ 奥行 45 ㎝ 

 色   茶色 

 

※ お渡しする什器の色や形状等は異なることもありますので、あらかじめご了承ください 

 



 

□その他（在庫 合計 440個） 

 

回転椅子（肘なし）                  回転椅子（肘あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

色 青、黒等 

 

 

 打ち合わせテーブル    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイドワゴン               収納庫３段  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ お渡しする什器の色や形状等は異なることもありますので、あらかじめご了承ください。 



 

 

 

 

栄区民まつり関係者各位 

栄区民まつり実行委員会 

                       事務局長(地域振興課長) 

 

 

第 21 回栄区民まつり開催中止のお知らせ 

 

 日頃から、栄区の活性化・まちづくりに御支援・御協力を賜り厚くお礼申し上

げます。 

このたび、令和２年 11 月７日（土）に開催を予定しておりました第 21 回栄

区民まつりにつきましては、新型コロナウイルス感染症の蔓延や感染拡大によ

る参加者への健康被害等を考慮し、栄区民まつり実行委員の皆様による書面表

決の結果、中止することを決定いたしました。 

また、関係者の皆様におかれましては、次年度以降の栄区民まつり実施の際

には、引き続き御協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

担当：栄区民まつり実行委員会事務局 

 石塚、鵜池（栄区地域振興課内） 

                       TEL 894－8391 

FAX 894－3099 

７ 月 区 連 会 資 料 

令 和 ２ 年 ７ 月 2 0 日 

栄 区 地 域 振 興 課 
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各位 

 

栄区民ロードレース大会実行委員会  

会長  白川 正信         

  

 

第 31回栄区民ロードレース大会の開催中止について 

 

 

時下 ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

このたび、例年どおり１月上旬に開催を予定しておりました「第 31回栄区民ロード

レース大会」については、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、感染拡大防止の観

点から、第１回実行委員会にて大会開催について協議した結果、開催を中止することと

いたしました。日本陸上競技連盟が公表している「ロードレース再開についてのガイダ

ンス」における必要な対策を講じた上での、安全な大会運営及び競技実施が現状では不

可能であるとの結論に至ったものです。 

毎年、参加を楽しみにしてくださっている方々、御協力いただいております関係各位

の方々におかれましては、大変御迷惑をおかけすることになり、申し訳ございません。 

今後は、来年度開催に向けて、皆さまが安心して参加していただけるよう対策を講

じ、より良い大会になるよう努力してまいりますので、引き続き御協力賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄区民ロードレース大会実行委員会     

事務局（栄区地域振興課内）        

担当 細井、小方             

電話：894-8395 FAX：894-3099      

E-mail：sa-road@city.yokohama.jp     

 

 

区連会７月定例会資料 

令和２年７月 20 日 

地 域 振 興 課 



目 的 

すべての市民を交通事故から守るために、市民一人ひとりが交通安全について考え、

交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことを通じて交通事故防止の徹底

を図ります。 

実施期間 

1 令和２年 9 月 21 日 (月) ～ 9 月 30 日（水）の 10 日間 

2 交通事故死ゼロを目指す日   ９月 30 日（水） 

スローガン

  安全は 心と時間の ゆとりから 

  高齢者 模範を示そう 交通マナー 

運動の重点 

１ 子どもと高齢者の安全な通行の確保 

２ 高齢運転者の交通事故防止 

３ 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

４ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

５ 飲酒運転の根絶 

６ 二輪車の交通事故防止 

◇◇◇令和２年（1 月～５月） 市内状態別交通事故発生状況◇◇◇
■人身交通事故全数

■高齢者の人身交通事故

■酒気帯び運転中の人身交通事故

■二輪車乗車中の人身交通事故

■自転車乗車中の人身交通事故

横 浜 市 交 通 安 全 対 策 協 議 会 

資料№18



 

 

共 通 事 項  

１. 「運動の重点」に基づき、地域等の実態に応じた各種交通安全活動を積極的に推進します。 

２. ９月３０日の「交通事故死ゼロを目指す日」には、キャンペーンを開催し、市民等に対して周知徹底を 

図ります。 

****交通事故死ゼロを目指す日**** 
交通安全に対する国民の意識を高めるため、2008 年に国民運動として「交通事故死ゼロを目指す

日」が設けられ、9 月 30 日は「交通事故死ゼロを目指す日」とされました。9 月 30 日には、市民一
人ひとりが交通ルールを守り、一層交通事故に注意して、交通事故死「ゼロ」を目指しましょう。 

横 浜 市 ・ 区 

１. 区ごとに、その地域の交通事故実態に応じた交通安全運動の実施について計画し、関係機関・団 

体との連携を密にして、この運動を推進します。 

２. 特に高齢者に対しての参加体験型の交通安全教室を開催し、効果的な交通安全教育を推進しま 

す。 

３. 新たに衝突被害軽減ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置が搭載されたセーフティ・サ 

ポートカーＳの普及啓発等を図ります。 

４. 自転車損害賠償責任保険等の加入周知・啓発を推進します。 

警 察 

１. 交通事故に直結する悪質性・危険性及び迷惑性の高い違反の指導取締りを強化します。 

２. 子どもや高齢者の保護誘導活動や交差点における街角アドバイスを強力に推進します。 

３. 高齢者、子ども、二輪車運転者及び自転車利用者に的を絞った交通安全教育を積極的に推進しま 

す。 

４. 広報の働きかけや交通事故分析資料の提供を積極的に推進します。 

５. 交通情報板などを活用して、この運動の周知と交通安全の啓発を推進します。 

交 通 安 全 協 会 

１. キャンペーンやイベントなどの開催により、運動への参加を呼びかけるほか、地域や職場等での自 

主的な活動や交通安全講習への積極的な参加を働きかけます。 

２. 交通指導員や各種団体構成員による街角アドバイスを積極的に実施し、交通安全ひとこえ運動や 

ハンドルキーパー運動を推進します。また、自転車損害賠償責任保険等の加入を推進します。 

家 庭 ・ 地 域 

１. 酒類販売業者と協力して、運転して帰る人には、酒類を絶対に提供しないようハンドルキーパー運 

動の輪を広げるなど地域ぐるみの運動を行いましょう。 

２. 夕暮れ時の交通事故防止のため前照灯は日没１時間前を目安に点灯するよう確認しましょう。 

３. 全ての座席のシートベルトとチャイルドシート着用の必要性とその効果について家族で話し合い、正 

しい着用の実践とその習慣づけを図りましょう。 

４. 自動車運転中は交差点で二輪車の動向に注意を払い、一時停止・徐行を確実に行いましょう。 

教 育 関 係 

１. 交通安全教育の推進を図るとともに、校外指導を強化します。 

２. 二輪車・自転車の利用に関する指導の充実を図ります。 

道 路 管 理 者 ・ 鉄 道 事 業 者 

１. 交通安全施設の点検整備を実施するとともに、道路パトロールなどを強化します。 

２. 道路情報板、駅広報、車内広報を活用して、運動の周知と交通安全の啓発を推進します。 

横浜市交通安全対策協議会               

（事務局）横浜市道路局交通安全・自転車政策課   
電話(６７１)２３２３  



資料 No.19  

栄区連合町内会分担金検討委員会の再開について 

  区内自治会・町内会から栄区体育協会、栄区更生保護協会及び栄防犯協会等の団体に

拠出している分担金については、以前、連合町内会（以下、「区連会」という。）に分担

金検討委員会（以下、「委員会」という。）を設置し、毎年度、各団体における財務状況・

活動内容等を確認のうえ、分担額の使途及び額の適正さなどについて検討していました。 

委員会では、検討結果として、各団体への指摘事項や分担金額変更の必要性等を区連

会に報告し、承認を受けていましたが、平成 23年度には、委員会での当面の検討事項に

整理がついたと考えられることから、活動を休止することとして、区連会の了承を受け

ています。 

平成 25 年度の 11 月に栄防犯協会及び栄区体育協会から分担金増額の要望があり、再

開され、その後、休止していましたが、現行額での団体の活動維持が厳しくなっている

との申し出があったため、委員会の活動を再開することについてお諮りします。 

１ 平成 25年度までの委員会の活動状況等 

（１） 委員会構成（８名）

ア 委員長 保坂委員長（当時栄区連合町内会副会長）

イ 委 員 各地区連合から 1名選出された委員

（２） 分担金額の変遷（平成 16年度以降を抜粋） （単位：１世帯当たりの額） 

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18～19 Ｈ20 Ｈ21～25 Ｈ26～現在 
栄区体育協会 20円 10円 

（10円減） 
10円 10円 10円 15円 

（5円増） 
栄区更生保護協会 20円 15円 

（5円減） 
15円 15円 15円 15円 

栄防犯協会 50円 25円 
（25円減） 

25円 20円 
（5円減） 

20円 30円 
（10円増） 

栄交通安全協会 15円 ５円 
（10円減） 

５円 ５円 ０円 
（5円減） 

２ 議事事項 

（１） 分担金検討委員会の再開について

（２） 委員長の選出について

３ 承認後の依頼事項 

各地区連合からの委員 1 名の選出（令和２年８月６日（木）までに区連会事務局（地

域振興課 ℡894-8391）まで お知らせください。） 

区 連 会 ７ 月 定 例 会 資 料

令 和 ２ 年 ７ 月 2 0 日 
区連会事務局（地域振興課）



４ 各団体の状況 

（１） 栄区体育協会 

年々、決算時の次期繰越金が減少しているため、協会内の専門部会（加盟競技団体）

への補助金の減額や事務用品の変更により事務費の削減など、支出の削減・収入の

確保に努めているが、繰越額減少の傾向は変わらない状況。 

また、スポーツイベントの参加記念品等の充実を図りたいが、予算に余裕がない状

況なので困難である。 

 

（２） 栄防犯協会 

現状での事業運営に特に支障はない。 

 

（３） 栄区更生保護協会 

現状での事業運営に特に支障はない。 

 

 

 

 

 

 

栄区連合町内会事務局（栄区地域振興課内）  

担当：石塚・武内 

電話 894-8391、FAX 894-3099 

Ｅメール：sa-chishin@city.yokohama.jp 

 



分担金の検討に係るスケジュール

令和２年７月 令和２年８月

区連会

分担金
検討委員会

地区定例会

令和２年９月

　

令和２年10月 令和２年11月

各地区定例会で
の結論を持ち寄る

●23日（水）

委員長から、検討会での検討開
始の旨及び９月の地区定例会で
審議いただく予定の旨を報告

●20（月）

栄区連合町内会
分担金検討委員
会の再開につい
て
・委員選出の依頼
※８月６日〆切

【第１回会議】

●24日（月）～

28日（金）

・団体からの提案

【第２回会議】

●23（水）
※９月区連会終了後

・分担金額の検討

●26日（土）～27日（日）
・各委員から地区定例会へ
説明
・地区連合としての改定額
の諾否を決定

【第３回会議】

●20日（火）
※※10月区連会終了後

・委員会での結論決定

●20日（金）
区連会で結
論決定

●28日（土）・
29日（日）
各自治会・町内
会へ周知

委員長から区連会へ報告




	001_警察交番等について
	002_犯罪発生状況
	003_【消防】2020年６月火災・救急状況（2020年７月20_日区連会議資料）新様式
	Sheet1

	004_【社協】R2_7月区連会議題提出
	005_大船駅北第二地区市街地再開発事業について
	区連会資料
	説明会資料
	再開発ニュース

	006_【資料】(都市整備局ＩＲ推進課）７月市連会説明資料
	006_【資料】(都市整備局ＩＲ推進課）７月市連会説明資料
	区連会資料（別紙１）

	007横浜市における特別給付金について
	01_【定額給付金】７月区連会資料【両面】
	02_【特別定額給付金】自治会・町内会用ポスター
	スライド番号 1


	008_感染症リスクを踏まえた災害時の避難行動のお願い
	202007_区連会資料_感染症避難行動
	分散避難_確定
	スライド番号 1


	009_【総務課】令和２年国勢調査の調査方法等の見直し及び広報ポスター掲出のお願いについて
	区連会説明資料
	送付状
	ポスター（A4　両面）

	010_【区政推進課】タッチーくんの「ゆるキャラグランプリ2020 THE FINAL」への出場について
	【情報提供】タッチーくんがゆるキャラグランプリに出場します
	★ゆるキャラポスター2020（区連会用説明付き）_ol

	011_【区政推進課】みんなが主役のまちづくり協働推進事業補助金２次募集について
	01_R2.7.20区連会資料（２次募集）修正
	R2.07.20区連会資料（みんなが主役）

	012_【区政推進課】セーフコミュニティＰＲ用ポケットティッシュの配布協力について
	013_【区政推進課】セカンドキャリア支援事業アンケートの実施について
	014_【高齢・障害支援課】(修正)資料_no.14敬老祝いカード■01案
	015_【地域振興課】新市庁舎移転に伴う什器等の再利用に向けた見学会について栄区
	01 依頼文0609(市連会）【栄区】
	03 什器イメージ -0630

	016_【地域振興課】第21回栄区民まつり
	017_【地域振興課】栄区民ロードレース大会の開催中止について
	018 _【地域振興課】秋の全国交通安全運動
	019_栄区連合町内会分担金検討委員会の再開について
	栄区連合町内会分担金検討委員会の再開について
	検討スケジュール(区連会用）
	検討委員会スケジュール

	空白ページ




